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第 1 章 総則 

(趣旨) 

第 1 条 この学則は，国立大学法人東海国立大学機構が設置する岐阜大学(以下「本学」

という。)の教育課程に関し必要な事項を定めるものとする。 
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(目的) 

第 2 条 本学は，地域における学術の中心として，深く専門の学芸を教授研究し，学術

文化の発展と交流を担うとともに，広く知識を授け，優れた知的・道徳的・応用的能

力を持ち，自立した専門的能力を有する人材の育成を行い，もって学術文化の向上と

豊かで安全な人間社会の発展に貢献することを目的とする。 

第 2 章 教育研究上の基本組織 

(学部及び学科・課程) 

第 3 条 本学に，次の学部を置き，学部に次の学科・課程を置く。 

教育学部  学校教育教員養成課程 

地域科学部  地域政策学科 

 地域文化学科 

医学部  医学科 

 看護学科 

工学部  社会基盤工学科 

 機械工学科 

 化学・生命工学科 

 電気電子・情報工学科 

応用生物科学部  応用生命科学課程 

 生産環境科学課程 

 共同獣医学科 

2 前項の工学部電気電子・情報工学科に，電気電子コース，情報コース及び応用物理学

コースを置く。 

3 第 1 項の応用生物科学部共同獣医学科は，本学及び鳥取大学が共同して編成する共同

教育課程とする。 

(学環) 

第 3 条の 2 本学に，大学設置基準（昭和 31 年文部省令第 28 号）第 41 条に定める学部

等連係課程実施基本組織として，社会システム経営学環（以下「学環」という。）を

置く。 

2 学環は，地域科学部，工学部及び応用生物科学部の連携及び協力によって教育を実施

するものとする。 

(教育研究上の目的の公表等) 

第 3 条の 3 前 2 条に定める，学部，学科若しくは課程又は学環にあっては，人材の養成

に関する目的，その他の教育研究上の目的を定め公表するものとする。 

(大学院) 

第 4 条 本学に，大学院を置く。 

2 大学院に関し必要な事項は，岐阜大学大学院学則（平成 19 年岐阜大学規則第 51 号。

以下「大学院学則」という。）による。 
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(教員組織) 

第 5 条 学部の学科(教育学部にあっては課程，応用生物科学部にあっては学科及び課

程)，学環及び大学院の研究科の専攻に，教育研究上の目的を達成するための教員組織

として，講座，学科目等を置く。 

2 講座，学科目等に関し必要な事項は，「岐阜大学の講座，学科目，研究部門等に関す

る規程」（令和 2 年規程第 110 号）による。 

第 6 条から第 14 条の 3 まで 削除 

第 3 章 学部等教育 

第 1 節 教育組織，修業年限及び在学期間等 

(教育組織，入学定員及び収容定員) 

第 15 条 学部及び学環（以下「学部等」という。）の教育組織，入学定員，3 年次編入

学定員及び収容定員は，次のとおりとする。 

学部 学科又は課程 入学定員 
3 年次編入学定

員 
収容定員 

教育学部   人 人 人 

学校教育教員養成課程 220   880 

地域科学部 地域政策学科 50 5 210 

地域文化学科 50 5 210 

計 100 10 420 

医学部 医学科 85   510 

看護学科 80   320 

計 165   830 

工学部 社会基盤工学科 68【8】 10 292【32】 

機械工学科 134【4】 10 556【16】 

化学・生命工学科 154【4】 2 620【16】 

電気電子・情報工学科 174【4】 8 712【16】 

電気電子コース ≪75≫     

情報コース ≪70≫     

応用物理コース ≪25≫     

計 530 30 2,180 

応用生物科学

部 

応用生命科学課程 85【5】 5 350【20】 

生産環境科学課程 85【5】 5 350【20】 

共同獣医学科 30   180 

(鳥取大学農学部共同獣医学

科) 

(35)   (210) 

計 200 10 880 

社会システム経営学環 30   120 

備考 1 工学部における≪ ≫は，コース定員を表し，学科の入学定員の内数とす

る。 
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備考 2 応用生物科学部における( )は，本学と共同獣医学科を設置している鳥取大

学農学部共同獣医学科の入学定員及び収容定員であり，外数とする。 

備考 3 社会システム経営学環の入学定員及び収容定員は，工学部及び応用生物科学

部の定員の内数とし，【 】は，各学科及び課程に係る内数を示す。 

(修業年限) 

第 16 条 学部等の修業年限は，4 年とする。 

2 医学部医学科及び応用生物科学部共同獣医学科の修業年限については，前項の規定に

かかわらず，6 年とする。 

(修業年限の通算) 

第 17 条 科目等履修生又は学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 105 条の規定により

本学が編成した特別の課程を履修する者として本学において一定の単位を修得した後

に本学に入学する場合で，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと

認められるときは，その単位数に応じて，相当期間を本学の修業年限の 2 分の 1 を超

えない範囲で前条の修業年限に通算することができる。 

2 前項の修業年限の通算は，学部等の長が行う。 

(在学期間) 

第 18 条 学部等の学生は 8 年を超えて在学することができない。 

2 前項の規定にかかわらず，医学部医学科及び応用生物科学部共同獣医学科の学生は，

12 年を超えて在学することができない。ただし，医学部医学科の 1 年次及び 2 年次の

2 学年間における在学期間にあっては，4 年を超えることができない。 

3 第 27 条又は第 28 条の規定により入学した学生は，在学すべき年数の 2 倍に相当する

年数を超えて在学することができない。 

第 2 節 学年，学期及び休業日 

(学年) 

第 19 条 学年は，4 月 1 日に始まり，翌年 3 月 31 日に終わる。 

(学期) 

第 20 条 学年は，次の 2 学期に分ける。ただし，医学部医学科については，別に定め

る。 

前学期  4 月 1 日から 9 月 30 日まで 

後学期  10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

(休業日) 

第 21 条 本学の休業日は，次のとおりとする。 

一 日曜日及び土曜日 

二 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

三 創立記念日 6 月 1 日 

四 春季休業 4 月 1 日から 4 月 10 日まで 
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五 夏季休業 8 月 1 日から 9 月 30 日まで(医学部医学科第 2 年次から第 6 年次まで

にあっては 7 月 10 日から 8 月 31 日まで) 

六 冬季休業 12 月 23 日から翌年 1 月 10 日まで 

2 学部等の長は，前項第 4 号から第 6 号までに規定する休業期間を必要に応じ変更する

ことができる。 

3 前 2 項の規定にかかわらず，学部等の長又は教育推進・学生支援機構長が必要である

と認めたときは，休業日であっても授業を行うことができる。 

第 3 節 入学 

(入学の時期) 

第 22 条 入学の時期は，学年の初めとする。ただし，再入学，編入学及び転入学並びに

秋季入学については，第 19 条に規定する学年の途中においても，学期の区分に従い学

生を入学させることができる。 

(入学資格) 

第 23 条 本学に入学することのできる者は，学校教育法その他の関係法令等の定めた入

学資格に該当する者とする。 

2 前項に定めるもののほか，入学資格(3 年次編入学を除く。)に関し必要な事項は，別

に定める。 

(入学願書の提出) 

第 24 条 本学への入学を志願する者は，第 78 条に規定する検定料を添え，所定の期日

までに入学願書を提出しなければならない。ただし，再入学，転入学並びに秋季入学

を志願する者は，各学部等の指定する期日までに，入学願書を提出しなければならな

い。 

2 前項に定めるもののほか，入学願書の提出に関し必要な事項は，別に定める。 

(合格者の決定及び入学手続) 

第 25 条 学長は，入学志願者について，別に定めるところにより選考の上，合格者を決

定する。 

2 前項の規定による合格者で本学に入学しようとする者は，第 78 条に規定する入学料

を納付し所定の期日までに入学手続きをしなければならない。 

(入学の許可) 

第 26 条 学長は，前条第 2 項の規定により入学手続を経た者(第 79 条に規定する入学料

の免除又は納付猶予の申請を行った者を含む。)に対し，入学を許可する。 

(3 年次編入学) 

第 27 条 第 15 条の表に掲げる 3 年次編入学定員で編入学できる者は，学校教育法その

他の関係法令等の定めた入学資格に該当する者とする。 

2 前項に定めるもののほか，入学資格に関し必要な事項は，別に定める。 

(再入学，編入学及び転入学) 
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第 28 条 学長は，本学へ再入学，編入学又は転入学を志願する者があるときは，第 15

条に規定する学部等の収容定員等を勘案し，教育に支障のない場合に限り，選考の

上，相当年次に入学を許可することができる。 

2 前項に定めるもののほか，入学資格に関し必要な事項は，別に定める。 

(既修得単位等の認定) 

第 29 条 学部等の長は，第 27 条又は前条の規定により入学を許可された者の既に履修

した授業科目及びその単位数の認定を行うことができるものとする。 

(準用規定) 

第 30 条 第 24 条，第 25 条及び第 26 条の規定は，第 27 条又は第 28 条の規定により入

学する者にこれを準用する。 

第 4 節 教育課程及び履修方法等 

(教育体系等) 

第 31 条 本学における教育体系は，教養教育及び専門教育とし，教養教育においては教

養科目(応用生物科学部共同獣医学科にあっては一般教養科目という。以下同じ。)

を，専門教育においては基礎科目及び専門科目(応用生物科学部共同獣医学科にあって

は専門教育科目という。)を置く。 

(教育課程の編成) 

第 32 条 学部等及び学科又は課程の教育上の目的を達成するため，本学及び学部等の教

育課程に関する編成及び実施の方針(カリキュラム・ポリシー)の下で必要な授業科目

を開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

2 教育課程の編成に当たっては，学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに，

幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮

をしなければならない。 

3 教育課程は，各授業科目を必修科目，選択科目及び自由科目に分け，これを各年次に

配当して編成するものとする。 

4 第 1 項から前項までに定めるもののほか，教育課程の編成に関し必要な事項は，別に

定める。 

(授業科目の開設主体) 

第 33 条 前条に規定する授業科目のうち全学共通に履修させる教養科目(応用生物科学

部共同獣医学科にあっては本学が開設する一般教養科目に限る。)は，全学共通教育科

目と称し，教育推進・学生支援機構が全学体制の下で開設する。 

2 学部等において履修させる授業科目は，それぞれの学部等が開設する。 

（連携開設科目） 

第 33 条の 2 前条の規定にかかわらず，大学設置基準第 19 条の 2 に規定する連携開設科

目を，本学が自ら開設したものとみなすことができる。 

(外国人留学生等に係る日本語科目等) 
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第 34 条 外国人留学生に対しては，前条に規定するもののほか，全学共通教育科目とし

て日本語科目及び日本事情に関する科目を置き，これらに関する授業科目を開設する

ことができる。 

2 前項の規定により開設する授業科目は，外国人留学生以外の学生で，外国において相

当期間，中等教育(中学校，高等学校及び中等教育学校に相当する学校における教育を

いう。)を受けた者に履修させることができる。 

(単位の計算方法) 

第 35 条 授業科目の単位数は，1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をも

って構成することを標準とし，授業の方法に応じ，当該授業による教育効果，授業時

間外に必要な学修等を考慮して，次の基準により単位数を計算するものとする。 

一 講義については，15 時間の授業をもって 1 単位とする。 

二 演習については，30 時間の授業をもって 1 単位とする。 

三 実験，実習及び実技については，45 時間の授業をもって 1 単位とする。 

2 前項第 2 号及び第 3 号に規定する単位の計算方法について教育上特別の必要があると

認められる場合は，各学部等又は教育推進・学生支援機構において，第 2 号の演習に

ついては 15 時間から 30 時間までの範囲で，第 3 号の実験，実習及び実技については

30 時間から 45 時間までの範囲で変更することができる。ただし，第 3 号中芸術等の分

野における個人指導による実技の授業については，各学部等又は教育推進・学生支援

機構において定める時間の授業をもって 1 単位とすることができる。 

3 前 2 項の規定にかかわらず，一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場

合の単位の計算基準は，講義時間を 3 倍，演習時間を 1.5 倍，実験及び実習時間を 1

倍して，合計時間が 45 時間の授業時間をもって 1 単位とする。 

4 第 1 項の規定にかかわらず，卒業論文，卒業研究，卒業制作等の授業科目について

は，これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合に

は，これらに必要な学修等を考慮して，各学部等において単位数を定めることができ

る。 

(1 年間の授業期間) 

第 36 条 1 年間の授業を行う期間は，定期試験等の期間を含め，35 週にわたることを原

則とする。 

(各授業科目の授業期間) 

第 37 条 各授業科目の授業は，15 週にわたる期間を単位として行うものとする。ただ

し，教育上特別の必要があると認められる場合は，これらの期間より短い特定の期間

において授業を行うことができる。 

(授業及び履修の方法等) 

第 38 条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの

併用により行うものとする。 
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2 前項の授業は，文部科学大臣が別に定める(平成 13 年文部科学省告示第 51 号)ところ

により，多様なメディアを高度に利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で学生

に履修させることができる。 

3 第 1 項の授業の一部は，文部科学大臣が定める(平成 15 年文部科学省告示第 43 号)と

ころにより，本学の校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。 

4 第 44 条から第 49 条までの規定により修得できる単位又は修得したものとみなす単位

の合計は，60 単位を超えることができない。 

5 第 31 条から第 34 条及び第 43 条に定めるもののほか，授業科目の単位数及び履修方

法に関し必要な事項は，別に定める。 

(成績評価基準の明示) 

第 39 条 各学部等及び教育推進・学生支援機構は，学修の成果に係る評価等の基準を定

め，授業細目(シラバス)に記載し，学生に対して明確に提示しなくてはならない。 

(教育内容等の改善のための組織的な研修等) 

第 40 条 本学は，授業内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施す

るものとする。 

(授業科目の成績) 

第 41 条 授業科目を履修した者に対しては，原則として試験を行う。この場合，定期試

験は，学期末又は学年末に行うものとする。 

2 履修した授業科目の成績は，前項に規定する試験のほか，研究報告，随時行う試験，

出席及び学修状況等により総合判定する。 

3 授業科目の成績は，秀，優，良，可及び不可の 5 種の評語をもって表し，秀，優，良

及び可を合格とする。ただし，卒業研究の成績は，合格又は不合格の評語を用いるこ

とができる。 

(単位又は授業科目の修得の認定) 

第 42 条 単位又は授業科目の修得の認定は，前条に規定する授業科目の成績の判定に基

づくもののほか，認定に関し必要な事項は，各学部等において別に定める。 

（連携開設科目に係る単位の認定） 

第 42 条の 2 学生が履修した第 33 条の 2 に規定する連携開設科目について修得した単位

を，本学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 

2 第 60 条に規定する卒業要件として修得すべき単位数のうち，前項の規定により修得

したものとみなすものとする単位数は，30 単位を超えないものとする。 

3 前 2 項に定めるもののほか，連携開設科目に関し必要な事項は，別に定める。 

(履修科目の登録の上限) 

第 43 条 各学部等は，学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，学生が

1 学期に履修科目として登録することができる単位数を定めるものとする。 

(他の学部等の授業科目の履修等) 
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第 44 条 学生は，他の学部等の授業科目を履修し，又は聴講することができる。 

2 前項の規定により学生が他の学部等の授業科目を履修し，又は聴講しようとするとき

は，当該授業科目を開設する学部等の長の許可を得なければならない。 

3 前 2 項の規定による他の学部等の授業科目の履修及びその修得単位に関し必要な事項

は，別に定める。 

(他の大学等における授業科目の履修等) 

第 45 条 学長は，教育上有益と認めるときは，他の大学又は短期大学(以下「他大学

等」という。)との協議に基づき，学生に当該他大学等の授業科目を履修させることが

できる。 

2 前項の規定により学生が他大学等の授業科目を履修しようとするときは，学長の許可

を得なければならない。 

3 前項の規定により他大学等において履修した授業科目について修得した単位は，60 単

位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。 

4 他大学等において履修した期間は，本学の在学期間に算入する。 

5 第 1 項から前項までに定めるもののほか，他大学等の授業科目の履修及びその履修し

た授業科目について修得した単位に関し必要な事項は，別に定める。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第 46 条 学部等の長は，教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門

学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修(平成 3 年文部省告示

第 68 号)を，別に定めるところにより，本学における授業科目の履修とみなし，単位

を与えることができる。 

2 前項の規定により与えることができる単位数は，前条第 3 項により本学において修得

したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 

(留学) 

第 47 条 学長は，教育上有益と認めるときは，外国の大学又は短期大学(これに相当す

る教育研究機関を含む。以下「外国の大学等」という。)との協議に基づき，学生を当

該外国の大学等に留学させることができる。 

2 第 45 条第 2 項から第 4 項までの規定は，学生が外国の大学等に留学する場合にこれ

を準用する。 

3 前 2 項に定めるもののほか，留学に関し必要な事項は，別に定める。 

(外国の大学等が行う通信教育における授業科目の履修等) 

第 48 条 学長は，教育上有益と認めるときは，学生に外国の大学等が行う通信教育にお

ける授業科目を我が国において履修させることができる。 

2 第 45 条第 2 項から第 4 項までの規定は，学生が外国の大学等が行う通信教育におけ

る授業科目を履修する場合にこれを準用する。 
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3 前 2 項に定めるもののほか，外国の大学等が行う通信教育における授業科目の履修に

関し必要な事項は，別に定める。 

(入学前の既修得単位等の認定) 

第 49 条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学にお

いて履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和 31 年文部省令第 28

号)第 31 条第 1 項に定める科目等履修生として修得した単位及び同条第 2 項に定める

特別の課程を履修する者として修得した単位を含む。)を，学部等の長は，本学に入学

した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

2 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った短期大学又は高等専門

学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を，学部等の長は，

本学に入学した後の本学における授業科目の履修とみなし，単位を与えることができ

る。 

3 前 2 項の規定により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入

学，転学等の場合を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第 45 条

第 3 項（第 47 条第 2 項及び第 48 条第 2 項において準用する場合を含む。）により当

該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとす

る。 

4 前 3 項に定めるもののほか，入学前の既修得単位等の認定に関し必要な事項は，別に

定める。 

(長期にわたる教育課程の履修) 

第 50 条 学生が職業を有している等の事情により，当該学生に係る修業年限を超えて一

定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たと

きは，その計画的な履修について，学長の許可を得なければならない。 

2 前項に定めるもののほか，長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は，別に定

める。 

第 5 節 休学，復学，転部，転学，退学及び除籍 

(休学) 

第 51 条 学部等の長は，疾病その他特別の理由により引き続き 3 月以上修学することが

できない者から休学期間を定めた休学願が提出されたときは，休学を許可することが

できる。 

2 学部等の長は，疾病のため修学することが適当でないと認められる者については，休

学を命ずることができる。 

(休学期間) 

第 52 条 休学期間は，1 年以内とし，当該学年末までとする。ただし，特別の理由があ

る場合は，その期間を 1 年以内更新することができる。 

2 休学期間は，通算して 3 年を超えることができない。 
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3 休学期間は，第 18 条に規定する在学期間に算入しない。 

(復学) 

第 53 条 学部等の長は，休学期間満了の者又は休学期間中にその理由が消滅した者につ

いて，その復学を許可することができる。 

2 学部等の長は，第 51 条第 2 項の規定により休学を命じた者で，その理由が消滅した

場合には，その復学を許可することができる。 

(転部) 

第 54 条 学生が他の学部等に転部しようとするときは，所属する学部等の長及び転部す

る学部等の長の許可を得なければならない。 

2 第 29 条の規定は，前項の規定により転部する者にこれを準用する。 

(転学) 

第 55 条 本学から他の大学へ転学しようとする者は，学長の許可を得なければならな

い。 

(退学) 

第 56 条 退学しようとする者は，学長の許可を得なければならない。 

(除籍) 

第 57 条 学長は，学部等の長の申し出により，次の各号のいずれかに該当する者がある

場合は，これを除籍する。 

一 死亡した者 

二 行方不明の者 

2 学長は，入学料の免除若しくは納付の猶予を許可されなかった者又は半額免除を許可

された者で，その納付すべき入学料を納付しない場合は，これを除籍する。 

3 学長は，許可なく入学料(納付を猶予された場合に限る。)若しくは授業料を滞納し，

又は延納期限を経過し，督促してもこれを納付しない者に対しては，除籍することが

できる。 

(退学を命ずる場合) 

第 58 条 学長は，次の各号のいずれかに該当する者がある場合は，退学を命ずることが

できる。 

一 第 18 条に規定する在学期間を超えた者 

二 第 52 条第 2 項に規定する休学期間を超えた者 

三 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者 

(その他) 

第 59 条 第 51 条から前条までに関し，必要な事項は別に定める。 

第 6 節 卒業の認定及び学士の学位授与 

(卒業の認定) 
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第 60 条 卒業の認定は，第 16 条に規定する修業年限以上在学し，別に定める授業科目

を履修し，卒業要件として定める単位を修得した者について，学長が行う。 

2 学長は，前項に規定するもののほか，学校教育法第 89 条に定めるところにより，学

生(医学部医学科及び応用生物科学部共同獣医学科の学生を除く。)が本学に 3 年以上

在学し，卒業の要件として定める単位を特に優秀な成績で修得したと認める場合に

は，その卒業を認めることができる。 

3 前 2 項に規定する卒業の認定は，学年の終わり(秋季入学した者にあっては，第 16 条

に規定する修業年限に達する学期の終わり)に行う。ただし，学年の終わりに行う卒業

の認定を受けることができなかった者については，別に定める時期に認定をうけるこ

とができるものとする。 

4 第 1 項から前項までに定めるもののほか，卒業の認定に関し必要な事項は，別に定め

る。 

(学士の学位授与) 

第 61 条 学長は，前条の規定により卒業の認定をした者には，岐阜大学学位規則に定め

るところにより，学士の学位を授与する。 

第 7 節 教員免許状 

(教員の免許状授与の所要資格の取得) 

第 62 条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法(昭和 2

4 年法律第 147 号)及び教育職員免許法施行規則(昭和 29 年文部省令第 26 号)に定める

所要の単位を修得しなければならない。 

2 本学の学部等の学科又は課程において当該所要資格を取得できる課程の認定を受けた

免許状の種類及び免許教科の種類は，別表のとおりとする。 

第 8 節 賞罰 

(表彰) 

第 63 条 学生として表彰に価する行為があったときは，学長は，これを表彰する。 

2 前項に規定する表彰に関し必要な事項は，別に定める。 

(懲戒) 

第 64 条 学長は，学生が本学の規則に違反し，又は学生としての本分に反する行為をし

たときは，これを懲戒する。 

2 前項に規定する懲戒の種類は，退学，停学及び訓告とする。 

3 前項に規定する退学は，次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

二 正当の理由がなくて出席常でない者 

三 本学の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者 

4 第 2 項の規定による停学の期間が 3 月を超える場合は，第 16 条に規定する修業年限

に算入しない。 
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5 懲戒に関し必要な事項は，第 1 項から前項までに定めるもののほか，学長が別に定め

る。 

第 4 章 大学院教育 

(大学院教育) 

第 65 条 大学院に関し必要な事項は，大学院学則による。 

第 5 章 研究生，科目等履修生，聴講生，特別聴講学生等 

(研究生) 

第 66 条 学長は，本学において特定の専門事項について研究することを志願する者につ

いては，研究生として入学を許可することができる。 

(科目等履修生) 

第 67 条 学長は，本学の学生以外の者で，一又は複数の授業科目の履修を志願する者に

ついては，学部等の教育に支障のない場合に限り，科目等履修生として入学を許可す

ることができる。 

(聴講生) 

第 68 条 学長は，本学の学生以外の者で，一又は複数の授業科目の聴講を志願する者に

ついては，聴講生として入学を許可することができる。 

(特別聴講学生) 

第 69 条 他の大学（外国の大学を含む。）等に在籍する学生で本学の授業科目について

履修することを希望するものについては，当該他の大学等との協議に基づき，学長

は，特別聴講学生として入学を許可することができる。 

(短期特定課題受託研修生) 

第 69 条の 2 他の大学（外国の大学を含む。）等に在籍する学生で本学において短期の

研修を希望する者については，当該他の大学等との協議に基づき，学長は，短期特定

課題受託研修生として入学を許可することができる。 

(外国人留学生) 

第 70 条 学長は，外国人留学生として本学に入学を志願する者については，別に定める

ところにより選考の上，外国人留学生として入学を許可することができる。 

2 前項に規定する外国人留学生については，第 15 条に規定する収容定員の枠外とする

ことができる。 

(内地留学生等) 

第 71 条 学長は，産業教育内地留学生，科学教育研究室研究生，現職教育のため任命権

者の命により大学に派遣される教職員，私学研修員，専修学校研修員，公立高等専門

学校研修員，公立大学研修員，教職員支援機構研修員，受託研究員，獣医師受託研修

生，外国人受託研修員及び中国医学研修生を志願する者については，その受入れを許

可することができる。 

(その他) 
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第 72 条 第 66 条から前条までに関し必要な事項は，別に定める。 

第 6 章 学生支援 

(学生支援) 

第 73 条 本学は，学生の修学その他に関し，必要な助言指導を行う。 

(保健管理) 

第 74 条 学生は，毎年行う定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。 

第 75 条 学生は，前条に規定する健康診断のほか，学校保健安全法(昭和 33 年法律第 5

6 号)その他の法令に基づき，本学の指示する予防接種又はその他の検査を受けなけれ

ばならない。 

(学生支援施設) 

第 76 条 本学に，学生寮，課外活動施設その他の学生支援に関する施設を置く。 

(その他) 

第 77 条 第 73 条から前条までに関し必要な事項は，別に定める。 

第 7 章 検定料，入学料，授業料及び寄宿料等 

(検定料，入学料，授業料等の額及び収納方法) 

第 78 条 検定料，入学料，授業料及び寄宿料は，別に定める額を所定の期日までに納付

しなければならない。 

(入学料，授業料及び寄宿料の免除並びに納付の猶予) 

第 79 条 入学料，授業料及び寄宿料については，免除又は納付猶予の申請を行うことが

できる。 

2 前項に定めるもののほか，入学料，授業料及び寄宿料の免除及び納付猶予について

は，別に定める。 

第 8 章 雑則 

(雑則) 

第 80 条 この学則に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

附 則 

1 この学則は，平成 19 年 10 月 1 日から施行する。 

2 この学則施行の際現に工学部の夜間主コースに在学する学生がいる場合には，第 5 条

の規定にかかわらず，当該学生が在学しなくなる日までの間，夜間主コースを置き，

第 15 条の表中，工学部及び合計に係る収容定員については，同表の規定にかかわら

ず，次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。 

学部 学科又は課程 
収容定員 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

工学部 社会基盤工学科 人 人 人 

 昼間コース 240 240 240 

 夜間主コース 15 10 5 
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機械システム工学科       

 昼間コース 240 240 240 

 夜間主コース 15 10 5 

応用化学科       

 昼間コース 220 220 220 

 夜間主コース 15 10 5 

電気電子工学科       

 昼間コース 240 240 240 

 夜間主コース 15 10 5 

生命工学科       

 昼間コース 240 240 240 

 夜間主コース 15 10 5 

応用情報学科       

 昼間コース 280 280 280 

 夜間主コース 15 10 5 

機能材料工学科       

 昼間コース 220 220 220 

 夜間主コース 15 10 5 

人間情報システム工学科       

 昼間コース 200 200 200 

 夜間主コース 15 10 5 

数理デザイン工学科       

 昼間コース 160 160 160 

(各学科共通) 60 60 60 

計 昼間コース 2,040 2,040 2,040 

夜間主コース 120 80 40 

共通 60 60 60 

合計 5,290 5,250 5,210 

附 則(平成 19 年 12 月 26 日) 

この学則は，平成 19 年 12 月 26 日から施行する。 

附 則(平成 20 年 4 月 1 日) 

1 この学則は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

2 改正後の学則第 15 条の表中，医学部の「医学科」及び「計」並びに「合計」に係る

収容定員については，同表の規定にかかわらず，次の表の年度区分による当該年度の

とおりとする。 

学部 学科又は課程 
収容定員 

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

医学部   人 人 人 人 人 

医学科 490 500 510 520 530 
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看護学科 340 340 340 340 340 

計 830 840 850 860 870 

合計 5,260 5,230 5,200 5,210 5,220 

3 第 15 条の表に規定する医学部医学科の収容定員は，平成 34 年度までとする。 

附 則(平成 20 年 11 月 20 日) 

この学則は，平成 20 年 11 月 20 日から施行する。 

附 則(平成 21 年 4 月 1 日) 

1 この学則は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

2 改正後の学則第 15 条の表工学部の項中の機械システム工学科及び数理デザイン工学

科並びに医学部の項中の医学科及び計並びに合計の項の収容定員欄については，同表

の規定にかかわらず，次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。 

学部 学科又は課程 

収容定員 

平成 21 年

度 

平成 22 年

度 

平成 23 年

度 

平成 24 年

度 

平成 25 年

度 

工学

部 

  人 人 人 人 人 

機械システム工学

科 

245 250 255 260 260 

数理デザイン工学

科 

155 150 145 140 140 

医学

部 

  人 人 人 人 人 

医学科 510 530 550 570 590 

看護学科 340 340 340 340 340 

計 850 870 890 910 930 

合計 5,240 5,220 5,240 5,260 5,280 

附 則(平成 22 年 4 月 1 日) 

1 この学則は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

2 改正後の学則第 15 条の表中，医学部の「医学科」及び「計」並びに「合計」に係る

収容定員については，同表の規定にかかわらず，次の表の年度区分による当該年度の

とおりとする。 

学部 学科又は課程 
収容定員 

平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

医学部   人 人 人 人 人 

医学科 537 564 591 618 635 

看護学科 340 340 340 340 340 

計 877 904 931 958 975 

合計 5,227 5,254 5,281 5,308 5,325 
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3 平成 21 年度以前に入学した医学部看護学科及び工学部数理デザイン工学科の学生が

取得できる教員免許状の種類は，改正後の岐阜大学学則第 62 条第 2 項の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 

附 則(平成 22 年 7 月 1 日) 

この学則は，平成 22 年 7 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 23 年 4 月 1 日) 

1 この学則は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この学則施行の際現に教育学部の生涯教育課程又は応用生物科学部の食品生命科学課

程に在籍する学生がいる場合には，第 3 条の規定にかかわらず，当該学生が在籍しな

くなる日までの間，生涯教育課程又は食品生命科学課程を置き，第 15 条の表中，教育

学部並びに応用生物科学部の「応用生命科学課程」，「食品生命科学課程」，「獣医

学課程」及び「計」並びに「合計」に係る収容定員については，同表の規定にかかわ

らず，次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。 

学部 学科又は課程 

収容定員 

平成 23

年度 

平成 24

年度 

平成 25

年度 

平成 26

年度 

平成 27

年度 

教育学部   人 人 人 人 人 

学校教育教員養成課

程 

830 860 890 920 920 

特別支援学校教員養

成課程 

65 70 75 80 80 

生涯教育課程 105 70 35 0 0 

計 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

応用生物科

学部 

  人 人 人 人 人 

応用生命科学課程 80 160 245 330 330 

食品生命科学課程 250 170 85 0 0 

獣医学課程 170 170 170 170 175 

計 830 830 830 830 835 

合計 5,254 5,281 5,308 5,325 5,337 

附 則(平成 24 年 4 月 1 日) 

1 この学則は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 23 年度以前に入学した者については，改正後の第 48 条第 3 項の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 

附 則(平成 24 年 8 月 1 日) 

この学則は，平成 24 年 8 月 1 日から施行する。 
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附 則(平成 25 年 4 月 1 日) 

1 この学則は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この学則施行の際現に工学部の社会基盤工学科，機械システム工学科，応用化学科，

電気電子工学科，生命工学科，応用情報学科，機能材料工学科，人間情報システム工

学科及び数理デザイン工学科又は応用生物科学部の獣医学課程に在籍する学生がいる

場合には，第 3 条の規定にかかわらず，当該学生が在籍しなくなる日までの間，社会

基盤工学科，機械システム工学科，応用化学科，電気電子工学科，生命工学科，応用

情報学科，機能材料工学科，人間情報システム工学科及び数理デザイン工学科又は獣

医学課程を置き，第 15 条の表中，工学部の「社会基盤工学科」，「機械工学科」，

「化学・生命工学科」，「電気電子・情報工学科」及び「計」並びに応用生物科学部

の「共同獣医学科」及び「計」並びに「合計」に係る収容定員については，同表の規

定にかかわらず，次の表の年度区分による当該年度のとおりとする。 

学部 学科又は課程 

収容定員 

平成 25 年

度 

平成 26 年

度 

平成 27 年

度 

平成 28 年

度 

平成 29 年

度 

工学部   人 人 人 人 人 

社会基盤工学科 60 120 180 240 240 

機械工学科 130 260 390 520 520 

化学・生命工学科 150 300 450 600 600 

電気電子・情報工学

科 

170 340 510 680 680 

(各学科共通)     30 60 60 

            

社会基盤工学科 180 120 60     

機械システム工学科 195 130 65     

応用化学科 165 110 55     

電気電子工学科 180 120 60     

生命工学科 180 120 60     

応用情報学科 210 140 70     

機能材料工学科 165 110 55     

人間情報システム工

学科 

150 100 50     

数理デザイン工学科 105 70 35     

(各学科共通) 60 60 30     

計 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

応用生物科

学部 

  人 人 人 人 人 

共同獣医学科 30 60 90 120 150 

獣医学課程 145 115 90 60 30 

計 835 835 840 840 840 

合計 5,313 5,330 5,342 5,342 5,342 
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3 平成 24 年度以前に医学部医学科に入学した学生については，改正後の岐阜大学学則

第 18 条第 2 項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

4 平成 24 年度以前に入学した工学部社会基盤工学科，機械システム工学科，応用化学

科，電気電子工学科，生命工学科，応用情報学科，機能材料工学科，人間情報システ

ム工学科及び数理デザイン工学科並びに応用生物科学部獣医学課程の学生が取得でき

る教員免許状の種類は，改正後の岐阜大学学則第 62 条第 2 項の規定にかかわらず，な

お従前の例による。 

附 則(平成 25 年 12 月 1 日) 

1 この学則は，平成 25 年 12 月 1 日から施行する。 

2 平成 24 年規則第 1 号の附則第 2 項中「第 48 条第 3 項」を「第 41 条第 3 項」と読み

替えるものとする。 

附 則(平成 26 年 4 月 1 日) 

この学則は，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 27 年 4 月 1 日) 

この学則は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 27 年 4 月 1 日) 

1 この学則は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

2 改正後の学則第 15 条の表中，医学部の「医学科」及び「計」並びに「合計」に係る

「入学定員」及び「収容定員」については，同表の規定にかかわらず，次の表の年度

区分による当該年度のとおりとする。 

年度 

入学定員 収容定員 

医学科 医学部 
合計 

医学科 医学部 
合計 

看護学科 計 看護学科 計 

平成 27 年度 110 190 1,240 645 985 5,345 

80 340 

平成 28 年度 110 190 1,240 648 988 5,348 

80 340 

平成 29 年度 110 190 1,240 651 991 5,351 

80 340 

平成 30 年度 95 175 1,225 639 979 5,339 

80 340 

平成 31 年度 95 175 1,225 627 967 5,327 

80 340 

平成 32 年度 85 165 1,215 605 945 5,305 

80 340 
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平成 33 年度 85 165 1,215 580 920 5,280 

80 340 

平成 34 年度 85 165 1,215 555 895 5,255 

80 340 

平成 35 年度 85 165 1,215 530 870 5,230 

80 340 

平成 36 年度 85 165 1,215 520 860 5,220 

80 340 

附 則(平成 29 年 4 月 1 日) 

1 この学則は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

2 応用生物科学研究科は，改正後の岐阜大学学則第 4 条の規定にかかわらず，平成 29

年 3 月 31 日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間，存

続するものとする。 

附 則(平成 29 年 4 月 27 日) 

この学則は，平成 29 年 4 月 27 日から施行し，平成 29 年 4 月 1 日から適用する。 

附 則(平成 30 年 4 月 1 日) 

1 この学則は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 29 年度以前に入学した教育学部学校教育教員養成課程及び特別支援学校教員養

成課程の学生が取得できる教員免許状の種類及び免許教科・領域の種類は，改正後の

岐阜大学学則第 62 条第 2 項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

3 岐阜大学学則等の一部を改正する学則(平成 27 年規則第 2 号)附則第 2 項の表中，平

成 30 年度の項から平成 36 年度までの項を次のように改める。 

年度 

入学定員 収容定員 

医学科 医学部 
合計 

医学科 医学部 
合計 

看護学科 計 看護学科 計 

平成 30 年度 110 190 1,240 654 994 5,354 

80 340 

平成 31 年度 110 190 1,240 657 997 5,357 

80 340 

平成 32 年度 85 165 1,215 635 975 5,335 

80 340 

平成 33 年度 85 165 1,215 610 950 5,310 

80 340 

平成 34 年度 85 165 1,215 585 925 5,285 

80 340 

平成 35 年度 85 165 1,215 560 900 5,260 
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80 340 

平成 36 年度 85 165 1,215 535 875 5,235 

80 340 

附 則(平成 31 年 4 月 1 日岐阜大学規則第 7 号) 

1 この学則は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

2 連合獣医学研究科は，改正後の岐阜大学学則（以下「新学則」という。）第 4 条及び

第 5 条の規定にかかわらず，平成 31 年 3 月 31 日に当該研究科に在学する者が当該研

究科に在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

3 平成 30 年度以前に入学した医学部看護学科の学生が取得できる教員免許状の種類

は，新学則第 62 条第 2 項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(令和 2 年 3 月 31 日規則第 6 号) 

1 この学則は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

2 教育学部特別支援学校教員養成課程は，改正後の第 3 条の規定にかかわらず，令和 2

年 3 月 31 日に当該課程に在籍する者が在籍しなくなる日までの間，存続するものとす

る。 

3 改正後の第 15 条の表中，教育学部の学校教員養成課程及び特別支援学校教員養成課

程並びに医学部看護学科の「収容定員」は，同表の規定にかかわらず，次の表の年度

区分による当該年度のとおりとする。 

学部 学科又は課程 
 収容定員 

令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

教育学部 
学校教育教員養成課程  940 960 980 

特別支援学校教員養成課程  60 40 20 

医学部 看護学科 330     

4 令和元年度以前に入学した教育学部の学生が取得できる教員免許状の種類は，改正後

の第 62 条第 2 項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

5 岐阜大学学則等の一部を改正する学則（平成 30 年規則第 5 号）附則第 3 項の表中，

平成 32 年度以降の項を次のように改める。 

年度 

入学定員 収容定員 

医学科 

看護学科 

医学部 

 計 

医学科 

看護学科 

医学部 

 計 

令和 2 年度 
110 

 80 
190 

660 

330 
990 

令和 3 年度 
110 

80 
190 

660 

320 
980 

令和 4 年度 
85 

80 
165 

635 

320 
955 
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令和 5 年度 
85 

80 
165 

610 

320 
930 

令和 6 年度 
85 

80 
165 

585 

320 
905 

令和 7 年度 
85 

80 
165 

560 

320 
880 

令和 8 年度 
85 

80 
165 

535 

320 
855 

附 則(令和 3 年 3 月 23 日 岐大学則第 1 号) 

1 この学則は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

2 改正後の第 15 条の表中，教育学部，工学部，応用生物科学部及び社会システム経営

学環の「収容定員」は，同表の規定にかかわらず，次の表の年度区分による当該年度

のとおりとする。 

学部等 学科又は課程 収容定員 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

教育学部  人 人 人 

学校教育教員養成課程 970 940 910 

工学部 社会基盤工学科 258【8】 276【16】 284【24】 

機械工学科 534【4】 548【8】 552【12】 

化学・生命工学科 606【4】 612【8】 616【12】 

電気電子・情報工学科 692【4】 704【8】 708【12】 

各学科共通 30 0 0 

計 2,120 2,140 2,160 

応用生物科学部 応用生命科学課程 335【5】 340【10】 345【15】 

生産環境科学課程 335【5】 340【10】 345【15】 

共同獣医学科 180 180 180 

計 850 860 870 

社会システム経営学環 30 60 90 

備考 社会システム経営学環の入学定員及び収容定員は，工学部及び応用生物科学部

の定員の内数とし，【 】は，各学科及び課程に係る内数を示す。 

附 則(令和 4 年 3 月 21 日 岐大学則第 1 号) 

1 この学則は，令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

2 岐阜大学学則等の一部を改正する学則（令和 2 年 3 月 31 日規則第 6 号）附則第 5 項

表中，令和 4 年度以降の項から令和 9 年度までの医学部医学科の収容定員は，次のと

おりとする。 

年度 

入学定員 収容定員 

医学科 

看護学科 

医学部 

計 

医学科 

看護学科 

医学部 

計 
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令和 4 年度 
110 

80 
190 

660 

320 
980 

令和 5 年度 
85 

80 
165 

635 

320 
955 

令和 6 年度 
85 

80 
165 

610 

320 
930 

令和 7 年度 
85 

80 
165 

585 

320 
905 

令和 8 年度 
85 

80 
165 

560 

320 
880 

令和 9 年度 
85 

80 
165 

535 

320 
855 

別表(第 62 条関係) 

学部 学科又は課程 免許状の種類 免許教科・領域の種類 

教育学部 学校教育教員

養成課程 

小学校教諭一種

免許状 

  

中学校教諭一種

免許状 

国語，社会，数学，理科，音楽，美術，保健

体育，技術，家庭，英語 

高等学校教諭一

種免許状 

国語，地理歴史，公民，数学，理科，音楽，

美術，保健体育，家庭，情報，工業，英語 

特別支援学校教

諭一種免許状 

聴覚障害者，知的障害者，肢体不自由者，病

弱者 

幼稚園教諭一種

免許状 

  

工学部 社会基盤工学

科 

高等学校教諭一

種免許状 

工業 

機械工学科 

化学・生命工

学科 

電気電子・情

報工学科 

電気電子コー

ス 

情報コース 

電気電子・情

報工学科 

数学 

応用物理コー

ス 

応用生物

科学部 

応用生命科学

課程 

高等学校教諭一

種免許状 

理科 

生産環境科学

課程 

農業 
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附 則（令和 5 年 3 月 30 日岐大学則第 1 号） 

1 この学則は，令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

2 岐阜大学学則等の一部を改正する学則（令和 4 年 3 月 21 日岐大学則第 1 号）附則第

2 項表中，令和 5 年度以降の項から令和 10 年度までの医学部医学科の収容定員は，次

のとおりとする。 

年度 

入学定員 収容定員 

医学科 

看護学科 

医学部 

 計 

医学科 

看護学科 

医学部 

 計 

令和 5 年度 
110 

80 
190 

660 

320 
980 

令和 6 年度 
85 

80 
165 

635 

320 
955 

令和 7 年度 
85 

80 
165 

610 

320 
930 

令和 8 年度 
85 

80 
165 

585 

320 
905 

令和 9 年度 
85 

80 
165 

560 

320 
880 

令和 10 年度 
85 

80 
165 

535 

320 
855 
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○岐阜大学学位規則 

(平成 16 年 4 月 1 日岐阜大学規則第 117 号) 

改正 平成 17 年 4 月 1 日 平成 19 年 4 月 1 日 

平成 20 年 4 月 1 日 平成 21 年 4 月 1 日 

平成 22 年 4 月 1 日 平成 23 年 1 月 1 日 

平成 25 年 4 月 1 日 平成 25 年 4 月 19 日 

平成 25 年 12 月 1 日 平成 27 年 4 月 1 日 

平成 27 年 4 月 1 日 平成 29 年 4 月 1 日 

平成 31 年 4 月 1 日岐阜大学規則第 9 号 令和 2 年 4 月 1 日岐大規則第 1 号 

令和 2 年 12 月 23 日岐大規程第 122 号 令和 3 年 3 月 23 日岐大規程第 150 号

令和 3 年 6 月 21 日岐大規程第 12 号 令和 4 年 3 月 21 日岐大規程第 55 号 

 令和 5 年 1 月 30 日岐大規程第 37 号  

(趣旨) 

第 1 条 岐阜大学(以下「本学」という)において授与する学位に関し必要な事項は，こ

の規則の定めるところによる。 

(学位の種類) 

第 2 条 本学において授与する学位の種類は，博士，修士，教職修士(専門職)及び学士

とする。 

(学位授与の基本) 

第 2 条の 2 本学は，学位授与条件の厳格な遵守，学位審査における的確な審査基準と公

正な審査手続きにより，学位を授与する。 

(博士の学位授与の要件) 

第 3 条 博士の学位の授与は，本学大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとす

る。 

2 博士の学位の授与は，前項に規定するもののほか，本学に学位論文を提出して，その

審査に合格し，かつ，本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有する

ことを確認(以下「学力の確認」という。)された者に対し行うことができる。 

(修士の学位授与の要件) 

第 4 条 修士の学位の授与は，本学大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとす

る。 

(教職修士(専門職)の学位授与の要件) 

第 4 条の 2 教職修士(専門職)の学位の授与は，本学大学院教育学研究科の教職大学院課

程を修了した者に対し行うものとする。 

(学士の学位授与の要件) 

第 5 条 学士の学位の授与は，本学を卒業した者に対し行うものとする。 

(在学者の論文提出の時期) 
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第 6 条 在学者の学位論文の提出の時期は，研究科において定める。 

(学位論文の申請) 

第 7 条 博士の学位の授与を受けようとする者は，所定の学位申請書に次の各号に掲げ

る書類を添え，研究科長を経て，学長に提出しなければならない。ただし，第 3 条第 2

項の規定により博士の学位の授与を受けようとする者は，本文で規定するもののほ

か，学位論文審査手数料として 1 件につき，57,000 円を添えなければならない。 

一 学位論文 

二 論文目録 

三 履歴書 

2 本学大学院の博士課程に所定の標準修業年数以上在学し，所定の単位を修得して退学

した者が，退学後 1 年以内に学位論文を提出した場合には，前項に規定する学位論文

審査手数料を免除する。 

3 修士の学位の授与を受けようとする者は，所定の学位審査願に学位論文及び学位論文

の要旨を添え，当該研究科長に提出するものとする。 

(学位論文) 

第 8 条 提出する学位論文は，主論文 1 編とする。ただし，参考として他の論文を添付

することができる。 

2 審査のため必要があるときは，論文の副本，訳文，標本又は模型等の提出を求めるこ

とができる。 

(審査の付託) 

第 9 条 学長は，博士の学位論文を受理したときは，研究科委員会(医学系研究科にあっ

ては教授会をいう。以下同じ。)にその審査を付託しなければならない。 

2 前項の審査は，審査の公正さ，透明性に配慮して実施しなければならない。 

3 研究科委員会は，第 1 項に規定する審査を付託されたときは，大学院を担当する当該

研究科の教授又は准教授のうちから 3 人以上の審査委員(主査 1 人，副査 2 人以上)を

選出しなければならない。ただし，研究科委員会が特に必要と認めた場合は，本学の

他の研究科，他の大学院若しくは研究所等又は外国の大学院若しくは研究所等の教員

等を審査委員として選出することができる。 

4 前項に定める審査委員の主査は，当該学位論文の審査等を行うにふさわしい研究業績

を有する者のうち，原則として，主指導教員(研究指導又は論文指導の直接的な責任を

有する教員)以外から，選出しなければならない。 

5 審査委員は，学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認に関する事項を行うものと

する。 

第 10 条 研究科長は，修士の学位論文を受理したときは，研究科委員会にその審査を付

託しなければならない。 

2 前項の審査は，審査の公正さ，透明性に配慮して実施しなければならない。 
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3 研究科委員会は，第 1 項に規定する審査を付託されたときは，大学院を担当する当該

研究科の教員のうちから 3 人以上の審査委員(主査 1 人，副査 2 人以上)を選出しなけ

ればならない。ただし，研究科委員会が特に必要と認めた場合は，本学の他の研究

科，他の大学院若しくは研究所等又は外国の大学院若しくは研究所等の教員等を審査

委員として選出することができる。 

4 前項に定める審査委員の主査は，当該学位論文の審査等行うにふさわしい研究業績を

有する者から選出しなければならない。 

5 審査委員は，学位論文の審査及び最終試験に関する事項を行うものとする。 

(国際連携専攻の審査委員) 

第 11 条 岐阜大学大学院学則（平成 19 年岐阜大学規則第 51 号）第 2 条第 3 項に定める

国際連携専攻（以下「国際連携専攻」という。）においては，第 9 条及び第 10 条の規

定に基づき選出する審査委員には，国際連携専攻を設ける研究科と当該研究科と連携

して教育研究を実施する外国の大学院（以下「連携外国大学院」という。）との協議

の上，連携外国大学院の教授その他の者を審査委員に含めるものとする。 

(審査期間) 

第 12 条 博士の学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認は，学位論文を受理した日

から 1 年以内に終了するものとする。 

2 修士の学位論文の審査及び最終試験は，在学期間中に終了するものとする。 

(最終試験) 

第 13 条 最終試験は，学位論文の内容を中心として，これに関連する授業科目又は専門

分野等について口頭又は筆答で行うものとする。 

(学力の確認) 

第 14 条 学力の確認は，専攻の学術に関し，本学大学院の博士課程を修了した者と同等

以上の学力を有することを試問の方法により行うものとする。 

2 前項に規定する試問は，学位論文の内容を中心として，口頭及び筆答により行うもの

とする。ただし，研究科委員会の議を経て，他の方法によることができる。 

3 本学大学院の博士課程に所定の標準修業年数以上在学し，所定の単位を修得して退学

した者が，各研究科において定める年限内に学位の授与を受けようとする場合にあっ

ては，第 1 項に規定する学力の確認のための試問を免除することができる。 

(論文及び審査手数料の取扱い) 

第 15 条 提出された学位論文及び既納の審査手数料は，返還しない。 

(審査及び試験の報告) 

第 16 条 審査委員は，学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認が終わったときは，

学位論文の内容の要旨，審査及び最終試験又は学力の確認の結果の要旨を研究科委員

会に報告するものとする。 

(合否の議決等) 
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第 17 条 学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認の合否の議決は，前条に規定する

審査委員の報告に基づいて研究科委員会が行う。 

2 前項に規定する議決を行うには，研究科委員会委員(海外渡航中又は休職中の者を除

く。)の 3 分の 2 以上(連合農学研究科及び連合獣医学研究科にあっては 2 分の 1 以上)

が出席し，かつ，出席者の 3 分の 2 以上(連合農学研究科及び連合獣医学研究科にあっ

ては 4 分の 3 以上)の同意を得なければならない。 

(審査結果の報告) 

第 18 条 研究科委員会において，博士の学位を授与すべき者と議決したときは，研究科

長は，その議決した日から 10 日以内に，次の各号に掲げる事項を学長に報告しなけれ

ばならない。 

一 学位の種類及び専攻分野の名称 

二 氏名 

三 学位授与の要件 

四 学位論文名 

五 授与する年月日 

六 学位論文審査の結果の要旨及びその担当者氏名 

七 最終試験又は学力の確認の結果の要旨及びその担当者氏名 

八 学位論文審査機関の名称及び組織 

九 判定の方法 

十 議決の結果 

2 研究科委員会において，修士の学位を授与すべき者と議決したときは，研究科長は，

次の各号に掲げる事項を速やかに学長に報告しなければならない。 

一 学位の種類及び専攻分野の名称 

二 氏名 

三 学位授与の要件 

四 学位論文審査の要旨 

五 授与する年月日 

六 最終試験 

七 判定の方法 

八 議決の結果 

3 研究科委員会において，教職修士(専門職)の学位を授与すべき者と議決したときは，

研究科長は，次の各号に掲げる事項を速やかに学長に報告しなければならない。 

一 学位の種類及び専攻分野の名称 

二 氏名 

三 学位授与の要件 

四 授与する年月日 
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五 判定の方法 

六 議決の結果 

4 研究科委員会において，学位を授与できない者と議決したときは，研究科長は，その

旨を学長に報告しなければならない。 

(学位の授与) 

第 19 条 学長は，前条に規定する報告に基づいて，第 3 条第 1 項，第 4 条及び第 4 条の

2 の規定により学位の授与を受けようとする者については，課程の修了の可否又は第 3

条第 2 項の規定により学位の授与を受けようとする者については，その学位論文の合

否及び学力の確認について決定し，課程の修了又は学位論文の合格及び学力の確認を

決定した者には，所定の学位記を授与し，学位を授与できない者には，その旨を通知

する。 

2 前項の規定に基づき授与する学位記の様式は，別記様式第 1 号から第 10 号，第 13 号

及び第 14 号までのとおりとし，学位に付記する専攻分野の名称は，教育学，地域科

学，医学，再生医科学，医療者教育学，看護学，工学，応用生物科学，食品科学技

術，農学，獣医学，医科学，薬科学又は学術とする。 

3 岐阜大学学則（平成 19 年岐阜大学規則第 50 号）第 61 条に規定する学位記の様式

は，別記様式第 11 号，第 12 号，第 15 号から第 17 号のとおりとし，学位に付記する

専攻分野の名称は，教育学，地域科学，医学，看護学，工学，応用生物科学，獣医学

又は経営学とする。 

4 学位に付記する専攻分野の名称及び英語表記は，別表第 1 から別表第 3 までに定める

とおりとする。 

(学位授与の報告) 

第 20 条 学長は，博士の学位を授与したときは，その学位を授与した日から 3 月以内に

学位簿に登録し，学位規則(昭和 28 年文部省令第 9 号)第 12 条に規定する様式により

文部科学大臣に報告するものとする。 

(論文要旨等の公表) 

第 21 条 本学は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与した日から 3 月

以内に，当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を

インターネットの利用により公表するものとする。 

(学位論文の公表) 

第 22 条 博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を授与された日から 1 年以内

に，当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし，当該博

士の学位を授与される前に既に公表したときは，この限りでない。 

2 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない事由がある場

合には，学長の承認を受けて，当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその
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内容を要約したものを公表することができる。この場合において，本学は，その学位

論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 

3 前 2 項の規定により当該博士の学位の授与に係る論文を公表する場合は，「岐阜大学

審査学位論文」と明記しなければならない。 

4 博士の学位を授与された者が行う第 1 項及び第 2 項の規定による公表は，本学の協力

を得て，インターネットの利用により行うものとする。 

(学位の名称) 

第 23 条 学位を授与された者は，当該学位の名称を用いるときは，「岐阜大学」の名称

を付記するものとする。 

(学位授与の取消し) 

第 24 条 本学において学位を授与された者が，不正の方法により学位の授与を受けた事

実が判明したとき又はその名誉を汚辱する行為があったときは，学長は，教育研究評

議会の議を経て，授与した学位を取消し，学位記を返付させ，かつ，その旨を公表す

るものとする。 

2 教育研究評議会が前項の規定により学位授与の取消しの決定をする場合には，構成員

(海外渡航中又は休職中の者を除く。)の 3 分の 2 以上が出席し，かつ，出席者の 4 分

の 3 以上の同意を得なければならない。 

(学位記の再交付) 

第 25 条 学位記の再交付を受けようとするときは，その理由を記載し，学長に願い出な

ければならない。 

(通報・相談窓口) 

第 25 条の 2 学長は，学位授与に関する不正行為等に関する通報・相談窓口を設置す

る。 

2 通報・相談窓口に関し必要な事項は，別に定める。 

(雑則) 

第 26 条 この規則に定めるもののほか，学位に関し必要な事項は，別に定める。 

附 則 

1 この規則は，平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 15 年度以前に農学部に入学した者及び平成 16 年度以降に農学部に編入学，再入

学又は転部した者に係る学位記の様式及び学位に付記する専攻分野の名称について

は，第 19 条第 3 項の規定にかかわらず，廃止前の岐阜大学学位規則(昭和 41 年 4 月 1

日制定)第 17 条第 3 項の規定の例による。 

附 則(平成 17 年 4 月 1 日) 

1 この規則は，平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
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2 平成 16 年度以前に大学院医学研究科に入学した者については，改正後の岐阜大学学

位規則の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 19 年 4 月 1 日) 

この規則は，平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 20 年 4 月 1 日) 

1 この規則は，平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 19 年度以前に農学研究科に入学した者については，改正後の岐阜大学学位規則

の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 21 年 4 月 1 日) 

この規則は，平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 22 年 4 月 1 日) 

1 この規則は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 21 年度以前に連合農学研究科に入学した者については，改正後の第 7 条第 2 項

の規定及び第 19 条第 2 項に基づく学位記の様式にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 23 年 1 月 1 日) 

1 この規則は，平成 23 年 1 月 1 日から施行する。 

2 この規則の施行前に，既に学位記を交付された者が第 25 条の規定により再交付を願

い出た場合に交付する学位記の様式は，改正後の岐阜大学学位規則第 19 条第 2 項及び

同条第 3 項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 25 年 4 月 1 日) 

この規則は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 25 年 4 月 19 日) 

1 この規則は，平成 25 年 4 月 19 日から施行し，平成 25 年 4 月 1 日から適用する。 

2 平成 24 年度以前に博士の学位を授与した場合については，改正後の第 21 条の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

3 平成 24 年度以前に博士の学位を授与された者については，改正後の第 22 条の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 25 年 12 月 1 日) 

この規則は，平成 25 年 12 月 1 日から施行する。 

31



附 則(平成 27 年 4 月 1 日) 

1 この規則は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

2 この規則の施行前に，既に学位記を交付された者が第 25 条の規定により再交付を願

い出た場合に交付する学位記の様式は，改正後の岐阜大学学位規則第 19 条第 2 項及び

同条第 3 項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 27 年 4 月 1 日) 

この規則は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 29 年 4 月 1 日) 

1 この規則は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 28 年度以前に，本学大学院の修士課程又は医学系研究科再生医科学専攻若しく

は工学研究科の博士前期課程に入学した者については，改正後の岐阜大学学位規則の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 31 年 4 月 1 日岐阜大学規則第 9 号) 

この規則は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 2 年 4 月 1 日岐大規則第 1 号) 

この規則は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 2 年 12 月 23 日岐大規程第 122 号) 

この規則は，令和 2 年 12 月 23 日から施行する。 

附 則(令和 3 年 3 月 23 日岐大規程第 150 号) 

この規則は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 3 年 6 月 21 日岐大規程第 12 号) 

1 この規則は，令和 3 年 6 月 30 日から施行する。 

2 令和 2 年度に学位（食品科学技術）を授与された者については，改正後の岐阜大学学

位規則第 19 条第 2 項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(令和 4 年 3 月 21 日岐大規程第 55 号) 

この規則は，令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 5 年 1 月 30 日岐大規程第 37 号)  

この規則は，令和 5 年 1 月 30 日から施行する。 
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別表第 1((学士課程)) 

[別紙参照] 

別表第 2((修士課程，博士前期課程及び教職大学院課程)) 

[別紙参照] 

別表第 3((博士及び博士後期課程)) 

[別紙参照] 

別記様式第 1 号(第 19 条関係) 

学位記(医学系研究科及び工学研究科工学専攻の場合) 

[別紙参照] 

別記様式第 2-1 号(第 19 条関係) 

（工学研究科岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携統合機械工学専攻の場

合（岐阜大学学位記）） 

[別紙参照] 

別記様式第 2-2 号(第 19 条関係) 

（工学研究科岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携統合機械工学専攻の場

合（インド工科大学グワハティ校学位記） 

[別紙参照] 

別記様式第 3-1 号(第 19 条関係) 

（工学研究科岐岐阜大学・マレーシア国民大学国際連携材料科学工学専攻の場合（岐

阜大学学位記）） 

[別紙参照] 

別記様式第 3-2 号(第 19 条関係) 

（工学研究科岐阜大学・マレーシア国民大学国際連携材料科学工学専攻の場合（マレーシ

ア国民大学学位記）） 

[別紙参照] 

別記様式第 4 号(第 19 条関係) 

33



学位記(医学系研究科及び工学研究科の場合) 

[別紙参照] 

別記様式第 5 号(第 19 条関係) 

学位記(共同獣医学研究科の場合) 

[別紙参照] 

別記様式第 6 号(第 19 条関係) 

学位記(共同獣医学研究科の場合) 

[別紙参照] 

別記様式第 7 号(第 19 条関係) 

学位記(連合農学研究科の場合) 

[別紙参照] 

別記様式第 8-1 号(第 19 条関係) 

（連合農学研究科岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻

の場合（岐阜大学学位記）） 

[別紙参照] 

別記様式第 8-2 号(第 19 条関係) 

（連合農学研究科岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術専攻

の場合（インド工科大学グワハティ校学位記）） 

[別紙参照] 

別記様式第 9 号(第 19 条関係) 

学位記(連合獣医学研究科の場合) 

[別紙参照] 

別記様式第 10 号(第 19 条関係) 

学位記(連合創薬医療情報研究科の場合) 

[別紙参照] 
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別記様式第 11 号(第 19 条関係) 

学位記(連合農学研究科，連合獣医学研究科及び連合創薬医療情報研究科の場合) 

[別紙参照] 

別記様式第 12 号(第 19 条関係) 

学位記(修士課程及び博士前期課程の場合) 

[別紙参照] 

別記様式第 13 号-1(第 19 条関係) 

（自然科学技術研究科岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術

専攻の場合（岐阜大学学位記）） 

[別紙参照] 

別記様式第 13 号-2(第 19 条関係) 

（自然科学技術研究科岐阜大学・インド工科大学グワハティ校国際連携食品科学技術

専攻の場合（インド工科大学グワハティ校学位記）） 

[別紙参照] 

別記様式第 14 号(第 19 条関係) 

学位記(教職大学院課程の場合) 

[別紙参照] 

別記様式第 15 号(第 19 条関係) 

学位記(学士課程の場合(共同獣医学科及び社会システム経営学環を除く。)) 

[別紙参照] 

別記様式第 16 号(第 19 条関係) 

学位記(学士課程(共同獣医学科)の場合) 

[別紙参照] 

別記様式第 17 号(第 19 条関係) 

学位記（学士課程（社会システム経営学環）の場合） 
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[別紙参照] 

36



 

- 1 - 
 

別表第１（学士課程） 

学部等 学科又は課程 専攻分野の名称 専攻分野の名称（英語） 

教育学部 学校教育教員養成課程 教育学 Education 
※特別支援学校教員養成課程 教育学 Education 
※生涯教育課程 教育学 Education 

地域科学部 ※地域科学科 地域科学 Regional Studies 
地域政策学科 地域科学 Regional Studies 
地域文化学科 地域科学 Regional Studies 

医学部 医学科 医学 Medicine 
看護学科 看護学 Nursing 

工学部 社会基盤工学科 工学 Engineering 
※機械システム工学科 工学 Engineering 
※応用化学科 工学 Engineering 
※電気電子工学科 工学 Engineering 
※生命工学科 工学 Engineering 
※応用情報学科 工学 Engineering 
※機能材料工学科 工学 Engineering 
※人間情報システム工学科 工学 Engineering 
※数理デザイン工学科 工学 Engineering 
機械工学科 工学 Engineering 
化学・生命工学科 工学 Engineering 
電気電子・情報工学科 工学 Engineering 

応用生物科学部 ※食品生命科学課程 応用生物科学 Applied Biological Sciences 
生産環境科学課程 応用生物科学 Applied Biological Sciences 
※獣医学課程 獣医学 Veterinary Medicine 
応用生命科学課程 応用生物科学 Applied Biological Sciences 
共同獣医学科 獣医学 Veterinary Medicine 

社会システム経

営学環 
－ 経営学 Management 

       ※募集停止している学科又は課程 

 

37



 

- 1 - 
 

別表第２（修士課程，博士前期課程及び教職大学院課程） 

研究科 専攻 専攻分野の名称 専攻分野の名称（英語） 

教育学研究科 ※学校教育専攻 教育学 Education 
※心理発達支援専攻 教育学 Education 
※カリキュラム開発専攻 教育学 Education 
※教科教育専攻 教育学 Education 
※総合教科教育専攻 教育学 Education 
教育臨床心理学専攻 教育学 Education 

教育学研究科 教職実践開発専攻 教職修士（専門職） Education(professional) 
地域科学研究科 地域政策専攻 地域科学 Regional Studies 

地域文化専攻 地域科学 Regional Studies 
医学系研究科 

※再生医科学専攻 再生医科学 
Regeneration and Advanced 
Medical Sciences 

医療者教育学専攻 医療者教育学 Health Professions ducation 
看護学専攻 看護学 Nursing 

自然科学技術研

究科 

 

生命科学・化学専攻 
応用生物科学 

工学 
Applied Biological Sciences 
Engineering 

生物生産環境科学専攻 応用生物科学 Applied Biological Sciences 
環境社会基盤工学専攻 工学 Engineering 
物質・ものづくり工学専攻 工学 Engineering 
知能理工学専攻 工学 Engineering 
エネルギー工学専攻 工学 Engineering 
岐阜大学・インド工科大学グ

ワハティ校国際連携食品科学

技術専攻 

食品科学技術 Food Science and Technology 

※工学研究科 ※社会基盤工学専攻 工学 Engineering 
※機械システム工学専攻 工学 Engineering 
※応用化学専攻 工学 Engineering 
※電気電子工学専攻 工学 Engineering 
※生命工学専攻 工学 Engineering 
※応用情報学専攻 工学 Engineering 
※機能材料工学専攻 工学 Engineering 
※人間情報システム工学専攻 工学 Engineering 
※数理デザイン工学専攻 工学 Engineering 
※環境エネルギーシステム専

攻 
工学 Engineering 

※農学研究科 ※生物資源生産学専攻 農学 Science in Agriculture 
※生物生産システム学専攻 農学 Science in Agriculture 
※生物資源利用学専攻 農学 Science in Agriculture 

※応用生物科学 

研究科 

※資源生命科学専攻 応用生物科学 Applied Biological Sciences 
※生物環境科学専攻 応用生物科学 Applied Biological Sciences 
※応用生命科学専攻 応用生物科学 Applied Biological Sciences 
※生産環境科学専攻 応用生物科学 Applied Biological Sciences 

※募集停止している研究科及び専攻 
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 別表第３（博士及び博士後期課程） 

研究科 専攻 専攻分野の名称 専攻分野の英語表記 

医学系研究科 医科学専攻 医学  

※再生医科学専攻 再生医科学  

工学研究科 ※生産開発システム

工学専攻 
工学  

※物質工学専攻 工学  

※電子情報システム

工学専攻 
工学  

※環境エネルギーシ

ステム専攻 
工学  

工学専攻 工学  

岐阜大学・インド工科

大学グワハティ校国

際連携統合機械工学

専攻 

学術 Philosophy 

岐阜大学・マレーシア

国民大学国際連携材

料科学工学専攻 

学術 Philosophy 

共同獣医学研究

科 
共同獣医学専攻 獣医学  

連合農学研究科 生物生産科学専攻 農学  

生物環境科学専攻 農学  

生物資源科学専攻 農学  

岐阜大学・インド工科

大学グワハティ校国

際連携食品科学技術

専攻 

学術 Philosophy 

※連合獣医学研

究科 
※獣医学専攻 獣医学  

連合創薬医療情

報研究科 

創薬科学専攻 工学又は薬科学  

医療情報学専攻 医科学又は薬科学  

 ※募集停止している研究科及び専攻 
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別記様式第3-1号(第19条関係) 

（工学研究科岐阜大学・マレーシア国民大学国際連携材料科学工学専攻の場合（岐阜大学学位記）） 

 

工学研究科岐阜大学・マレーシア国民大学国際連携材料科学工学専攻（岐阜大学学位記） 

○博甲第    号 
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別記様式第3-2号(第19条関係) 

（工学研究科岐阜大学・マレーシア国民大学国際連携材料科学工学専攻の場合（マレーシア国民大学

学位記）） 

 

工学研究科岐阜大学・マレーシア国民大学国際連携材料科学工学専攻（マレーシア国民大学学位記） 

○博甲第    号 
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得

し

学

位

論

文

審

査

及

び

最

終

試

験

に

合

格

し

た

こ

と

を

認

め

る

 

 

 
 

岐

阜

大

学

大

学

院

連

合

農

学

研

究

科

委

員

 

 
 

会

 

 

右

記

の

認

定

に

よ

り

博

士

（

専

攻

分

野

の

名

称

）

の

学

位

を

授

与

す

る

 

 

論

文

名

 

 

年

 
 

月

 
 

日

 

岐

 

阜

 

大

 

学

 

 

岐

阜

大

 

学

の

印
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別

記

様

式

第

８

―

１

号

（

第

１

９

条

関

係

）

 
（

連

合

農

学

研

究

科

岐

阜

大

学

・

イ

ン

ド

工

科

 
大

学

グ

ワ

ハ

テ

ィ

校

国

際

連

携

食

品

科

学

技

術

専

攻

の

場

合

（

岐

阜

大

学

学

位

記

）

）

 

 

連

合

農

学

研

究

科

岐

阜

大

学

・

イ

ン

ド

工

科

大

学

グ

ワ

ハ

テ

ィ

校

国

際

連

携

食

品

科

学

技

術

専

攻

（

岐

阜

大

学

学

位

記

）

 

○

博

甲

第

 
 

 
 

号
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別

記

様

式

第

８

―

２

号

（

第

１

９

条

関

係

）

 
（

連

合

農

学

研

究

科

岐

阜

大

学

・

イ

ン

ド

工

科

 
大

学

グ

ワ

ハ

テ

ィ

校

国

際

連

携

食

品

科

学

技

術

専

攻

の

場

合

（

イ

ン

ド

工

科

大

学

グ

ワ

ハ

テ

ィ

校

学

位

記

）

）

 

 

連

合

農

学

研

究

科

岐

阜

大

学

・

イ

ン

ド

工

科

大

学

グ

ワ

ハ

テ

ィ

校

国

際

連

携

食

品

科

学

技

術

専

攻

（

イ

ン

ド

工

科

大

学

グ

ワ

ハ

テ

ィ

校

学

位

記

）

 

○

博

甲

第

 
 

 
 

号
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別

記

様

式

第

９

号

（

第

１

９

条

関

係

）

 
（

連

合

獣

医

学

研

究

科

の

場

合

）

 

 
獣

医

博

甲

第

 
 

 
 

号

 

学

 
 

 

位

 
 

 

記

 

 

本

籍

（

都

道

府

県

名

）

 

氏

 
 

 
 

 
 

 

名

 

年

 
 

月

 
 

日

 

生

 

 

本

学

大

学

院

連

合

獣

医

学

研

究

科

獣

医

学

専

攻

博

士

課

程

の

研

究

指

導

を

○

○

大

学

に

お

い

て

受

け

所

定

の

単

位

を

修

得

し

学

位

論

文

審

査

及

び

最

終

試

験

に

合

格

し

た

こ

と

を

認

め

る

 

 

 
 

岐

阜

大

学

大

学

院

連

合

獣

医

学

研

究

科

委

 

 
 

員

会

 

 

右

記

の

認

定

に

よ

り

博

士

（

専

攻

分

野

の

名

称

）

の

学

位

を

授

与

す

る

 

 

論

文

名

 

 

年

 
 

月

 
 

日

 

岐

 

阜

 

大

 

学

 

 

岐

阜

大

 

学

の

印
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別

記

様

式

第

１

０

号

（

第

１

９

条

関

係

）

 
（

連

合

創

薬

医

療

情

報

研

究

科

の

場

合

）

 

 
○

博

甲

第

 
 

 
 

号

 

学

 
 

 

位

 
 

 

記

 

 

本

籍

（

都

道

府

県

名

）

 

氏

 
 

 
 

 
 

 

名

 

年

 
 

月

 
 

日

 

生

 

 

本

学

大

学

院

連

合

創

薬

医

療

情

報

研

究

科

○

○

○

専

攻

博

士

課

程

の

研

究

指

導

を

○

○

大

学

に

お

い

て

受

け

学

位

論

文

審

査

及

び

最

終

試

験

に

合

格

し

た

こ

と

を

認

め

る

 

 

 
 

岐

阜

大

学

大

学

院

連

合

創

薬

医

療

情

報

研

 

究

科

委

員

会

 

 

右

記

の

認

定

に

よ

り

博

士

（

専

攻

分

野

の

名

称

）

の

学

位

を

授

与

す

る

 

 

論

文

名

 

 

年

 
 

月

 
 

日

 

岐

 

阜

 

大

 

学

 

 

岐

阜

大

 

学

の

印

 

52



別

記

様

式

第

１

１

号

（

第

１

９

条

関

係

）

 

（

連

合

農

学

研

究

科

，

連

合

獣

医

学

研

究

科

及

び

連

合

創

薬

医

療

情

報

研

究

科

の

場

合

）

 

 
○

博

乙

第

 
 

 
 

号

 

学
 

 
 

位

 
 

 

記

 

 

本

籍

（

都

道

府

県

名

）

 

氏

 
 

 
 

 
 

 

名

 

年
 

 

月

 
 

日

 

生

 

 

本

学

に

学

位

論

文

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を

提

出

し

所

定

の

審

査

及

び

試

験

に

合

格

し

た

こ

と

を

認

め

る

 

  
 

岐

阜

大

学

大

学

院

連

合

○

○

研

究

科

委

 

 
 

員

会

 

 

右

記

の

認

定

に

よ

り

博

士

（

専

攻

分

野

の

名

称

）

の

学

位

を

授

与

す

る

 

   

年

 
 

月

 
 

日

 

岐

 

阜

 

大

 

学

 

 

岐

阜

大

 

学

の

印
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別

記

様

式

第

１

２

号

（

第

１

９

条

関

係

）

 
（

修

士

課

程

（

国

際

連

携

専

攻

を

除

く

。

）

及

び

博

士

前

期

課

程

の

場

合

）

 

 

GIFU UNIVERSITY
○修第　　　号

学位記 Hereby Confers upon

Name
氏名 Date of Birth:
生年月日

the Degree of
Master of 《専攻分野の名称》

in Recognition of the Fulfillment of the Requirements
本学大学院○学(系）研究科○○専攻において 　and Successful Completion of a Master’s Thesis
所定の単位を修得し学位論文の審査及び最終試験に合格 　　　for a Major in 《専攻》
したので修士（専攻分野の名称）の学位を授与する 　　　　at the Graduate School of 《研究科》,

Gifu University.

年月日
Date

Name
岐　阜　大　学 President  　《学長の署名》

GIFU UNIVERSITY

岐阜大
学の印

岐阜大
学の印
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別

記

様

式

第

１

３

号

―

１

（

第

１

９

条

関

係

）

 
（

自

然

科

学

技

術

研

究

科

岐

阜

大

学

・

イ

ン

ド

工

科

大

学

グ

ワ

ハ

テ

ィ

校

国

際

連

携

食

品

科

学

技

術

専

攻

の

場

合

（

岐

阜

大

学

学

位

記

）

）

 

 

自

然

科

学

技

術

研

究

科

岐

阜

大

学

・

イ

ン

ド

工

科

大

学

グ

ワ

ハ

テ

ィ

校

国

際

連

携

食

品

科

学

技

術

専

攻

（

岐

阜

大

学

学

位

記

）

 

○

博

甲

第

 
 

 
 

号
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別

記

様

式

第

１

３

号

―

２

（

第

１

９

条

関

係

）

 
（

自

然

科

学

技

術

研

究

科

岐

阜

大

学

・

イ

ン

ド

工

科

大

学

グ

ワ

ハ

テ

ィ

校

国

際

連

携

食

品

科

学

技

術

専

攻

の

場

合

（

イ

ン

ド

工

科

大

学

グ

ワ

ハ

テ

ィ

校

学

位

記

）

）

 

 

自

然

科

学

技

術

研

究

科

岐

阜

大

学

・

イ

ン

ド

工

科

大

学

グ

ワ

ハ

テ

ィ

校

国

際

連

携

食

品

科

学

技

術

専

攻

（

イ

ン

ド

工

科

大

学

グ

ワ

ハ

テ

ィ

校

学

位

記

）

 

○

博

甲

第

 
 

 
 

号
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別

記

様

式

第

１

４

号

（

第

１

９

条

関

係

）

 
（

教

職

大

学

院

課

程

の

場

合

）

 
GIFU UNIVERSITY

教職修第　　　号

学位記 Hereby Confers upon

Name
氏名 Date of Birth:
生年月日

the Degree of
Master of Education(professional)

in Recognition of the Fulfillment of the Requirements
本学大学院教育学研究科教職実践開発専攻の 　 for a Major in Teacher Education Course   
教職大学院課程において所定の単位を 　　at the Graduate School of Education,
修得したので教職修士（専門職）の学位を授与する Gifu University.

年月日
Date

Name
President  　《学長の署名》

岐　阜　大　学

GIFU UNIVERSITY

岐阜大
学の印

岐阜大
学の印
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別

記

様

式

第

１

５

号

（

第

１

９

条

関

係

）

 

(

学

士

課

程

の

場

合

(

共

同

獣

医

学

科

及

び

社

会

シ

ス

テ

ム

経

営

学

環

を

除

く

。

）

)
 

○第　　　号 GIFU UNIVERSITY

学位記

Hereby Confers upon
氏名
生年月日 Name

Date of Birth:

the Degree of
Bachelor of 《専攻分野の名称》

本学○学部○○(学科所定の) in Recognition of the Fulfillment of the Requirements
課程を修めて本学を卒業したことを認め for a Major in 《学科または課程》
学士（専攻分野の名称）の学位を授与する at 《学部》,

Gifu University.

年月日 Date

Name
President  　　　　　　《学長の署名》

岐阜大
学の印

岐阜大
学の印

印 岐阜大学長　　　　　 　      氏     名
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別

記

様

式

第

１

６

号

（

第

１

９

条

関

係

）

 
（

学

士

課

程

（

共

同

獣

医

学

科

）

の

場

合

）

 
○第　　　号 GIFU UNIVERSITY

学位記

Hereby Confers upon
氏名
生年月日 Name

Date of Birth:

the Degree of
Bachelor of Veterinary Medicine

岐阜大学応用生物科学部及び鳥取大学農学部
共同獣医学科所定の課程を修めて本学を卒業
したことを認め学士（獣医学）の学位を授与する

年月日

Date

Name
President（岐阜大学）　　　《岐阜大学長の署名》

Name
President（鳥取大学）　　　《鳥取大学長の署名》

 鳥取大学長　　　　　 　      氏     名 印

岐阜大
学の印

岐阜大
学の印

 岐阜大学長　　      　　　　氏     名 印

in Recognition of the Fulfillment of the
Requirements for the Joint Department of
Veterinary Medicine at the Faculty of Applied
Biological Sciences,
Gifu University, and the Faculty of Agriculture,
Tottori University.
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別

記

様

式

第

１

７

号

（

第

１

９

条

関

係

）

 
（

学

士

課

程

（

社

会

シ

ス

テ

ム

経

営

学

環

）

の

場

合

）

 

 

○第　　　号 GIFU UNIVERSITY

学位記

Hereby Confers upon
氏名
生年月日 Name

Date of Birth:

the Degree of
Bachelor of Management

本学社会システム経営学環の所定の in Recognition of the Fulfillment of the Requirements
課程を修めて本学を卒業したことを認め for a Major in Social System Management,
学士（経営学）の学位を授与する Gifu University.

年月日 Date

Name
President  　　　　　　《学長の署名》

岐阜大
学の印

岐阜大
学の印

印 岐阜大学長　　　　　 　      氏     名
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○岐阜大学教育学部規程 

(平成 19 年 10 月 1 日規程第 137 号) 

改正 平成 20 年 5 月 21 日 平成 21 年 5 月 20 日 

平成 22 年 5 月 19 日 平成 23 年 4 月 1 日 

平成 24 年 4 月 1 日 平成 25 年 4 月 1 日 

平成 26 年 4 月 1 日 平成 27 年 4 月 1 日 

平成 28 年 4 月 1 日 平成 29 年 4 月 1 日 

平成 30 年 4 月 1 日 平成 30 年 8 月 1 日 

平成 31 年 4 月 1 日岐阜大学教育学部規則第 14 号 令和 2 年 3 月 30 日規程第 12 号 

令和 3 年 2 月 17 日岐大規程第 127 号 令和 3 年 7 月 21 日岐大規程第 21 号

令和 4 年 3 月 16 日岐大規程第 48 号 令和 5 年 3 月 15 日岐大規程第 36 号

(趣旨) 

第 1 条 岐阜大学教育学部(以下「学部」という。)に関し必要な事項は，岐阜大学学則

(平成 19 年岐阜大学規則第 50 号)(以下「学則」という。)及び岐阜大学学生共通規程

(平成 19 年規程第 74 号)に定めるもののほか，この規程の定めるところによる。 

(教育研究上の目的) 

第 1 条の 2 教育学部は，平和で豊かな未来を希求する子どもたちの教育を担う学校教員

及び教育関係者を養成する学部であり，地域・国・世界の教育と福祉に貢献しうる豊

かな人間性と幅広い教養，深い知性と洞察力を持ち，これまでに蓄積された知識を批

判的に継承しつつ自ら課題を設定し創造的に解決できる専門的能力を備えた人材の育

成を目的とする。 

(入学定員) 

第 2 条 学部の入学定員は，次のとおりとする。 

講座 入学定員 

学校教育教員養成課程 国語教育 20 220 

社会科教育 32 

数学教育 20 

理科教育 32 

音楽教育 10 

美術教育 10 

保健体育 15 

技術教育 10 

家政教育 10 

英語教育 21 

学校教育 心理学コース 10 

教職基礎コース 15 

特別支援教育 15 

(課程の教育研究上の目的) 
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第 3 条 学校教育教員養成課程は，深い人間理解にもとづく豊かな人間性，日々変化す

る時代に求められる教育（特別支援教育を含む）及び教科に関する専門的知識と技

能，並びに幅広い教育実践力を備えた教員の養成を目的とする。 

(学部附属の学校及び教育研究施設) 

第 4 条 学部附属の小中学校，特別支援教育センター及び学習協創開発研究センターに

関し必要な事項は，別に定める。 

(授業科目及び単位数) 

第 5 条 教養科目の科目区分及び修得すべき単位数は，別表第 1 のとおりとする。ただ

し，同表に掲げる科目区分における授業科目，単位数その他必要な事項は，別に定め

る。 

2 専門科目の授業科目及び単位数は，別表第 2 のとおりとする。 

3 日本語科目及び日本事情に関する科目の授業科目，単位数その他必要な事項は，別に

定める。 

4 学校教育教員養成課程の各講座（以下「講座」という。）は，教授会の審議を経て，

学部が開講する授業科目の選択科目のうち，特に履修を必要とする場合は，授業科目

及び単位数を指定することができる。 

5 講座は，学部が開講する授業科目のほか，必要があると認められる場合は，学外にお

ける実習を課することができる。 

6 学生は，他の講座に属する授業科目を履修することができる。 

(単位の計算方法) 

第 6 条 授業科目の単位数は，次の基準により計算するものとする。 

一 講義については，15 時間の授業をもって 1 単位とする。 

二 演習については，30 時間の授業をもって 1 単位とする。 

三 実験，実習及び実技については，45 時間の授業をもって 1 単位とする。 

2 前項第 2 号及び第 3 号に規定する単位の計算方法について教育上特別の必要があると

認められる場合は，第 2 号の演習については 15 時間から 30 時間までの範囲で，第 3

号の実験，実習及び実技については 30 時間から 45 時間までの範囲で教授会の承認を

得て変更することができる。ただし，第 3 号中芸術等の分野における個人指導による

実技の授業については，30 時間の授業をもって 1 単位とすることができる。 

(履修) 

第 7 条 学校教育教員養成課程における履修単位基準は，別表第 3 のとおりとする。 

(授業科目等の公示) 

第 8 条 授業科目とその担当教育職員，時間割，教室等については，毎学期の初めに公

示する。 

(履修科目の登録) 
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第 9 条 学生は，履修しようとする授業科目について，所定の期日までに履修の登録を

しなければならない。 

(他の学部の授業科目の履修) 

第 10 条 学生は，他の学部の授業科目を履修しようとするときは，学部長に願い出なけ

ればならない。 

2 学生が他の学部の授業科目を履修し，修得した単位の認定は，教授会の意見を聴い

て，学部長が行う。 

3 前 2 項に規定するもののほか，他の学部の授業科目の履修及びその修得単位に関し必

要な事項は，別に定める。 

(他の大学の授業科目の履修) 

第 11 条 学生は，他の大学又は短期大学(以下「他の大学等」という。)の授業科目を履

修しようとするときは，学部長に願い出なければならない。 

2 外国の大学又は短期大学(以下「外国の大学等」という。)の授業科目を履修しようと

するときは，前項の規定を準用する。 

3 前 2 項の規定により他の大学等又は外国の大学等の授業科目を履修し，修得した単位

の認定は，教授会の意見を聴いて，学部長が行う。 

4 前 3 項に規定するもののほか，他の大学等又は外国の大学等の授業科目の履修及びそ

の修得単位に関し必要な事項は，別に定める。 

(大学以外の教育施設等における学修) 

第 11 条の 2 学生は，短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学

大臣が別に定める学修(平成 3 年文部省告示第 68 号)(以下「短期大学の専攻科等にお

ける学修」という。)を行おうとするときは，学部長に願い出なければならない。 

2 前項の規定による短期大学の専攻科等における学修の授業科目及び単位の認定は，教

授会の意見を聴いて，学部長が行う。 

3 前 2 項に規定するもののほか短期大学の専攻科等における学修及びその修得単位に関

し必要な事項は，別に定める。 

(入学以前の既修得単位等の認定) 

第 11 条の 3 学生が，本学に入学する前に行った短期大学の専攻科等における学修を学

部における授業科目の履修とみなすことができる。 

2 前項に規定する短期大学の専攻科等における学修の授業科目及び単位の認定は，教授

会の意見を聴いて，学部長が行う。 

3 前 2 項に規定するもののほか短期大学の専攻科等における学修及びその修得単位に関

し必要な事項は，別に定める。 

(連携開設科目における学修) 
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第 11 条の 4 学生が他大学等において履修した大学設置基準（昭和 31 年文部省令第 28

号）第 19 条の 2 に規定する連携開設科目にて修得した単位を，本学部の授業科目の履

修により修得したものとみなすことができる。  

2 前項の規定によりみなすこととする単位数は，30 単位を超えないものとする。  

3 前 2 項に定めるもののほか，連携開設科目及び連携教職課程に関し必要な事項は，別

に定める。 

(定期試験) 

第 12 条 定期試験を実施する授業科目，日時その他必要な事項は，あらかじめ公示す

る。 

2 前項に規定する定期試験を受けることのできる者は，受験しようとする当該授業科目

の授業時間数の 3 分の 2 以上出席していなければならない。 

3 前 2 項の規定にかかわらず，研究報告，随時行う試験，出席状況等により，成績の判

定のできる授業科目については，定期試験を省略することができる。 

(教育実習等) 

第 13 条 小学校，中学校，高等学校，特別支援学校又は幼稚園の教育実習は，原則とし

て第 3 年次前学期から第 4 年次前学期に行う。 

2 教育実習の評価は，教育実習校の意見を徴した上，教学委員会が判定し，教授会の承

認を得なければならない。 

3 教育実習校に関し必要な事項は，別に定める。 

4 介護等体験の評価は，特別支援学校及び福祉施設での修学結果を踏まえて，教学委員

会が判定する。 

(卒業研究) 

第 14 条 卒業研究は，その研究の成果を卒業論文として提出する。ただし，教授会の承

認を得て作品，実技その他をもって卒業論文に代えることができる。 

2 前項に規定する卒業研究を始めることのできる者は，3 年以上在学し，別表第 1 に規

定する教養科目の修得すべき単位数から 3 単位を減じた単位数以上を修得し，かつ，

別表第 3 に規定する履修単位基準の卒業に必要な 135 単位の 3 分の 2 以上を修得した

者とする。 

3 前項の規定にかかわらず，2 年以上在学し，学業成績が極めて優秀な者については，

教授会の承認を得て，第 3 年次において卒業研究を始めることができる。 

4 卒業研究を行う者は，講座代表委員及び関係教員の指導の下に 6 月 30 日までに指導

教員を，9 月 30 日までにその題目をそれぞれ決定し，学部長に願い出なければならな

い。 

5 卒業研究の論文等の提出先，提出期日その他必要な事項は，別に定める。 

(成績の評価) 
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第 15 条 授業科目，卒業論文等の成績の評価は，秀，優，良及び可を合格とし，不可を

不合格とする。 

(成績基準の評価等の明示) 

第 15 条の 2 学則第 39 条に規定する学修の成果に係る評価等の基準は，別に定める。 

(追試験及び再試験) 

第 16 条 病気その他やむを得ない理由のため，定期試験を受けることができなかった者

の当該授業科目については，1 回に限り追試験を行うことができる。 

2 再試験は，原則として行わない。ただし，定期試験の結果が不合格と判定された授業

科目については，当該授業科目担当教育職員は，教学委員会の議を経て，再試験を行

うことができる。 

(卒業) 

第 17 条 学部を卒業するためには，別表第 3 に規定する履修単位基準により単位を修得

し，かつ，卒業論文等の審査に合格しなければならない。 

2 卒業資格の認定の時期は，原則として 3 月とする。ただし，次の各号のいずれかに該

当する者については，それぞれ各号に定める時期に卒業資格の認定を行うことができ

る。 

一 前項に規定する卒業のために必要な単位(教育実習の単位を除く。)が未修得のた

め，3 月に卒業資格の認定を受けられなかった者が，その未修得の単位修得により卒

業資格を得たときは，その単位を修得した学期末 

二 教育実習の未修得単位の修得，卒業論文等合格又は学則第 16 条に規定する修業年

限以上在学したことにより，前項に規定する卒業のために必要な卒業資格を得た者

は，その卒業資格を得た時の最寄りの 6 月，9 月又は 12 月 

(転部) 

第 18 条 他の学部から学部へ転部しようとするときは，学部長の許可を得なければなら

ない。 

2 前項に規定するもののほか，転部に関し必要な事項は，別に定める。 

(再入学，編入学及び転入学) 

第 19 条 学則第 28 条に規定する再入学，編入学及び転入学を志望する者の選考に関し

必要な事項は，別に定める。 

(外国人留学生) 

第 20 条 学則及び岐阜大学外国人留学生規程(平成 19 年規程第 71 号)に定めるもののほ

か，外国人留学生の入学に関し必要な事項は，教授会の意見を聴いて，学部長が定め

る。 

(雑則) 

第 21 条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，教授会の意見を聴いて，学部長

が定める。 
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附 則 

1 この規程は，平成 19 年 10 月 1 日から施行する。 

2 岐阜大学教育学部規則(平成 16 年岐阜大学規則第 189 号)は，廃止する。 

3 平成 18 年度以前に入学した者については，この規程の規定にかかわらず，なお従前

の例による。 

附 則(平成 20 年 5 月 21 日) 

1 この規程は，平成 20 年 5 月 21 日から施行し，同年 4 月 1 日から適用する。 

2 平成 19 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 21 年 5 月 20 日) 

1 この規程は，平成 21 年 5 月 20 日から施行し，同年 4 月 1 日から適用する。 

2 平成 20 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程にかかわ

らず，なお従前の例による。ただし，学部長が特別に認めるものについては，これに

よらない。 

附 則(平成 22 年 5 月 19 日) 

1 この規程は，平成 22 年 5 月 19 日から施行し，同年 4 月 1 日から適用する。 

2 平成 21 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 23 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 22 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程にかかわ

らず，なお従前の例による。 

附 則(平成 24 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 23 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 25 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 24 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 
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附 則(平成 26 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 25 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 27 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 26 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 28 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 27 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 29 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 28 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 30 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 29 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 30 年 8 月 1 日) 

1 この規程は，平成 30 年 8 月 1 日から施行し，平成 30 年 4 月 1 日から適用する。 

2 平成 29 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 31 年 4 月 1 日岐阜大学教育学部規則第 14 号) 

1 この規程は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 30 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定に

かかわらず，なお従前の例による。 

附 則(令和 2 年 3 月 30 日規程第 12 号) 

1 この規程は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 
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2 令和元年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にか

かわらず，なお従前の例による。ただし，別表第 2 及び別表第 3 中の「教育リーダー

実践Ⅰ」及び「教育リーダー実践Ⅱ」については，令和元年度入学生より適用する。 

附 則(令和 3 年 2 月 17 日岐大規程第 127 号) 

1 この規程は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

2 令和 2 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にか

かわらず，なお従前の例による。 

附 則(令和 3 年 7 月 21 日岐大規程第 21 号) 

1 この規程は，令和 3 年 7 月 21 日から施行し，令和 3 年 4 月 1 日から適用する。 

2 令和 2 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にか

かわらず，なお従前の例による。 

附 則(令和 4 年 3 月 16 日岐大規程第 48 号) 

1 この規程は，令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

2 令和 3 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程にかかわら

ず，なお従前の例による。 

附 則(令和 5 年 3 月 15 日岐大規程第 36 号)  

1 この規程は，令和 5 年 4 月 1 日から施行する。  

2 令和 4 年度以前に入学した者については，改正後の岐阜大学教育学部規程の規定にか

かわらず，なお従前の例による。ただし，別表第 2 中の「視覚障害者の教育」につい

ては，令和 2 年度入学生から適用し，「視覚障害者の心理・生理・病理」について

は，備考欄に記載する「集中」を除き令和 2 年度入学生から適用する。  

 

別表第 1(第 5 条関係，第 14 条関係) 

別表第 1(第 5 条関係，第 14 条関係) 

[別紙参照] 

別表第 2(第 5 条関係) 

[別紙参照] 

別表第 3(第 7 条関係,第 14 条関係,第 17 条関係) 
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[別紙参照] 
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- 1 - 

別表第１（第５条，第１４条関係） 

教養科目 

全
学
共
通
教
育 

学習目標等 授業科目区分 単位数 

開講学期及び 

単位数 
備考 

前学期 後学期  

大学生としての学びを身

につける 
初年次セミナー 2 2  必修 

人類の叡智を学び知識と

思考力を身につける 

人文科学 6   人文科学3科目6単位以上 

社会科学3科目6単位以上 

自然科学2科目4単位以上 

岐阜学1科目2単位以上 

（社会科学科目のうち日本国憲法は必修） 

社会科学 6   

自然科学 4   

岐阜学 2   

国際化社会におけるコミ

ュニケーション能力と多

文化理解による視野の広

さを身につける 

英語 4   

英語4科目4単位及び 

言語と文化2科目2単位取得 言語と文化 2   

健康に支えられた豊かな

人生を歩む 
スポーツ・健康科学 2   スポーツ・健康科学1科目2単位以上 

長い目で人生設計を考える 社会人リテラシー 1   
社会人リテラシー1科目1単位以上 

（日本語表現Ⅰ（初級）は必修） 

興味をもった分野をさら

に極める 
自由選択科目 4   

全学共通教育科目のいずれかから選択する

（ただし，初年次セミナーは含まない） 

学
部
開
講
科
目 

教
養
基
礎 

情報教育 2 2  必修 

人権 2  2 必修 

外国語コミュニケーション

（英語） 
2   

1言語2単位選択必修 

英語以外の言語を選ぶ場合は，１年次に全

共で第二外国語として習得した言語を続け

て選択すること 

外国語コミュニケーション

（ドイツ語） 
2   

外国語コミュニケーション

（フランス語） 
2   

外国語コミュニケーション

（中国語） 
2   

外国語コミュニケーション

（ポルトガル語） 
2   

外国語コミュニケーション

（朝鮮・韓国語） 
2   

学部開講科目最低必要単位数 6    

合      計 35    

  （備考） 

全学共通教育のうち，人文科学，社会科学，自然科学においては，当該科目区分のうち一分野につき一科目の修得単位数を最低修得単位数に算入する。 

なお，同一分野で複数の授業科目の単位を修得している場合であって，最低修得単位数に算入しなかった修得単位については，４単位までは卒業に必要な

単位として算入することができる。 
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- 1 - 

別表第２（第５条関係） 

専門科目 

講座等 講座 

第一年次 第二年次 第三年次 第四年次 

計 備考 前
学
期 

後
学
期 

前
学
期 

後
学
期 

前
学
期 

後
学
期 

前
学
期 

後
学
期 

国
語
教
育 

国語学概論  2       2  

音声言語・文章表現論      2   2  

国語学各論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ   2 2 2 2   8  

国語学研究      1   1  

国語学演習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

国文学概論  2       2  

国文学史   2      2  

国文学各論Ⅰ     2    2  

国文学各論Ⅱ  (2)  (2)  (2)  (2) 2 隔年 

国文学研究      1   1  

国文学演習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

漢文学概論   2      2  

漢文学各論Ⅰ・Ⅱ    2 2    4  

漢文学研究      1   1  

漢文学演習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

書道 1        1  

国語科教育学研究      1   1  

国語科教育学演習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

社
会
科
教
育 

日本史Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ  2 2 2     6  

西洋史Ⅰ・Ⅱ 2 2       4  

日本文化史   (2)  (2)  (2)  2 隔年 

東洋文化史      (2)   2 隔年 

考古学Ⅰ  (2)  (2)  (2)  (2) 2 隔年，集中 

考古学Ⅱ  (2)  (2)  (2)  (2) 2 隔年，集中 

日本史基礎研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ     2 2 2  6  

西洋史基礎研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ     2 2 2  6  

人文地理学Ⅰ   2      2  

人文地理学基礎演習     1    1  

人文地理学演習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

自然地理学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 2     2 2  6  

自然地理学基礎演習      1   1  

自然地理学演習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

地理学実験     1    1  

地誌学Ⅰ・Ⅱ 2   2     4  

地誌学基礎演習      1   1  

地誌学演習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

地理学野外実習Ⅰ・Ⅱ    1  1   2 集中 
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社
会
科
教
育 

法律学Ⅰ（国際法を含む）   2      2  

法律学Ⅱ（国際法を含む）    2     2  

政治学   2      2  

国際政治学    2     2  

経済学Ⅰ（国際経済を含む） 2        2  

経済学Ⅱ  2       2  

社会科授業実践論      2   2  

哲学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ   2   (各2)   6 Ⅱ・Ⅲは隔年 

社会学Ⅰ・Ⅱ 2 2       4  

社会科教育概論      2   2  

法律学研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ     2 2  2 6  

経済学研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ     2 2  2 6  

政治学研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ     2 2  2 6  

東洋哲学研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ      2 2 2 6  

社会科教育研究Ⅰ・Ⅱ       2 2 4  

公民教育研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ     2  2 2 6  

数
学
教
育 

線型代数学Ⅰ・Ⅱ 2 2       4  

代数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ    2 2 2   6  

幾何学演習    1     1  

幾何学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ   2  2 2   6  

続微分積分学  2       2  

解析学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ   2  2 各2   8  

解析学演習   1      1  

位相数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ    2 2 2   6  

統計学Ⅰ      2   2  

電子計算機   2      2  

理
科
教
育 

物
理
学 

理科Ⅰ(物理学)   2      2 理科共通 

物理数学セミナー 2        2  

力学序論（講義及び演習）  2       2  

古典力学（講義及び演習）   2      2  

電磁気学（講義及び演習）    2     2  

熱力・統計力学（講義及び演習）      2   2  

応用物理学実験   2      2  

物理学実験及びコンピュータ処理  1       1 理科共通 

化
学 

理科Ⅱ（化学）   2      2 理科共通 

物理化学   2      2  

無機化学実験法及び実験    1     1  

物理化学実験法及び実験    1     1  

有機化学    2     2  

有機化学実験法及び実験     1    1  

生物化学実験法及び実験     1    1  

環境化学      2   2  

分析化学    2     2  

化学特論     2    2  

化学実験及びコンピュータ処理  1       1 理科共通 
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理
科
教
育 

生
物
学 

理科Ⅲ(生物学)    2     2 理科共通 

植物系統学    2     2  

植物形態学及び実験     1    1  

遺伝学    2     2  

細胞分子生物学及び実験      1   1  

動物生理学   2      2  

動物生態学   2      2  

動物生理学及び実験    1     1  

生物学特論Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

臨海実験法及び実験 1        1 集中 

野外実習   1      1 集中 

植物生態学概論   2      2  

進化生態学      2   2  

生物学実験及びコンピュータ処理 1        1 理科共通 

地
学 

理科Ⅳ（地学）   2      2 理科共通 

自然環境学    2     2  

自然環境学実験法及び実験     2    2  

地球物理学実験法及び実験      2   2  

地球システム論      2   2  

地球科学セミナーⅠ・Ⅱ       1 1 2  

地球科学野外実習      2   2 集中 

地学実験及びコンピュータ処理 1        1 理科共通 

音
楽
教
育 

ソルフェージュ 1        1  

声楽Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ   1 1 1 1   4  

合唱Ⅰ（日本の伝統的な歌唱を含む）・Ⅱ 1       1 2  

ピアノⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ  1  1 1 1   4  

器楽Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ   1 1 1 1   4  

合奏（和楽器を含む）   1      1  

伴奏法       1  1  

指揮法     1    1  

楽式論   2      2  

和声学  2       2  

作曲（編曲法を含む）    2     2  

音楽史（日本の伝統音楽を含む）   2      2  

民族音楽概論     2    2  

美
術
教
育 

基礎絵画Ⅰ・Ⅱ 1 1       2  

絵画Ⅰ・Ⅱ   2  2    4  

絵画Ⅲ      1   1  

基礎彫塑Ⅰ・Ⅱ 1 1       2  

彫塑Ⅰ・Ⅱ   2  2    4  

彫塑Ⅲ      1   1  

基礎デザインⅠ・Ⅱ 1 1       2  

視覚デザインⅠ・Ⅱ    2 2    4  

視覚デザインⅢ      1   1  

基礎工芸Ⅰ・Ⅱ 1 1       2  

工芸Ⅰ・Ⅱ    2 2    4  

工芸Ⅲ      1   1  

陶芸     1    1  

西洋美術史   2      2 隔年 

日本美術史    2     2 隔年 
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芸術論     2    2  

美術教育実践教材論    2     2  

芸術論研究      2   2  

美術教育論研究      2   2  

美術教育論演習      1   1  

美術制作演習       1  1  

保
健
体
育 

陸上   1      1  

水泳 1        1  

体つくり・器械運動 1        1  

ダンス    1     1  

武道（柔道・剣道）  1  1     2  

球技Ⅰ（ゴール型）   1  1    2  

球技Ⅱ（ネット型）     1  1  2  

野外運動（スキー）  (1)  (1)     1 隔年，集中 

野外運動（キャンプ） (1)  (1)      1 隔年，集中 

体育社会学       2  2  

体育経営管理学       2  2  

体育心理学 2  2      4  

運動学（運動方法学を含む）     2    2  

生理学（解剖学・運動生理学を含む）   2      2  

運動生理学    2     2  

衛生学・公衆衛生学      2   2  

学校保健       2  2  

技
術
教
育 

木材加工学  2       2  

木材加工学及び実習    1     1  

木材利用       2  2  

木材加工学演習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

金属加工学 2        2 集中 
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技
術
教
育 

金属加工学及び実習    1     1  

金属加工学及び実験       1  1  

金属加工学演習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

機械工学   2      2  

機械工学及び実習      1   1  

材料力学  (2)       2 隔年 

機械工学演習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

電気電子工学及び実習    1     1  

電気電子工学   2      2  

電子回路      2   2  

電気電子工学及び実験       1  1  

電気電子工学演習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

栽培学及び実習     1    1 
応用生物科学部開

講 

情報工学  2       2  

情報工学及び実習    1     1  

情報工学演習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

職業指導       2  2  

家
政
教
育 

家族関係学  2       2  

家庭経済学   2      2  

家庭経営学      2   2  

家庭経営学演習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

被服科学（実験を含む） (2)  (2)      2 隔年 

被服学（被服製作実習を含む）  2       2  

被服構成実習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

食品学概論  2       2  

栄養学   2      2  

食生活演習 1        1  

食品栄養実験    1     1  

食品栄養学及び実験Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

調理学実験法及び調理実習   1      1  

調理学演習及び調理実験･実習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

住居学概論 2        2  

住居設計製図  1       1  

住生活問題Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

保育学及び実習（家庭看護学を含む）      2   2  

家庭電気機械      2   2  

英
語
教
育 

英語学概論Ⅰ・Ⅱ  2 2      4  

英語学各論    2     2  

英語文学概論Ⅰ・Ⅱ   2 2     4  

英語文学各論     2    2  

英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ   2 2     4  

異文化理解Ⅰ・Ⅱ  2   2    4  

コミュニケーション活動の指導技術   (2)  (2)  (2)  2 隔年 

外国語体験活動   (2)  (2)  (2)  2 隔年 

英語教育セミナーⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ     1 1 1 1 4  
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学
校
教
育 

心
理
学
コ
ー
ス 

感情・人格心理学 2        2  

社会・集団・家族心理学 2        2  

心理学概論  2       2  

臨床心理学概論   2      2  

心理学統計法   2      2  

公認心理師の職責   1      1  

発達心理学   2      2  

障害者・障害児心理学    2     2  

心理学研究法    2     2  

司法・犯罪心理学    2     2  

学習・言語心理学    2     2  

知覚・認知心理学     2    2  

心理学実験Ⅰ･Ⅱ     2 2   4  

神経・生理心理学     2    2  

心理学的支援法     2    2  

異常心理学（精神疾患とその治療）     2    2  

健康・医療心理学      2   2  

福祉心理学      1   1  

産業・組織心理学      1   1  

人体の構造と機能及び疾病      2   2  

関係行政論（公認心理師と法）   1      1  

心理実習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2 履修制限あり 

心理的アセスメント       2  2  

心理演習       2  2  

心理学研究セミナーⅠ・Ⅱ       1 1 2  

教
職
基
礎
コ
ー
ス 

現代教育学の基礎研究 2        2  

参加型学習論  1       1  

教授設計入門Ⅰ・Ⅱ   1 1     2  

幼児教育学    2     2  

教育学演習      2   2  

教職基礎セミナーⅠ       1  1  

教職基礎セミナーⅡ        1 1  

教育社会学    2     2  

デジタル教材開発（ウェブデザイン）    2     2  

教育工学  2       2  

幼児指導法    2     2  

教授学習過程論     2    2  

情報セキュリティ    2     2  

視覚文化論    2     2  
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特
別
支
援
教
育 

特別支援教育総論 2        2  

特別支援教育演習Ⅰ（特別支援教育基礎）  1       1  

特別支援教育演習Ⅱ（療育観察法）   1      1 集中 

特別支援教育演習Ⅲ（特別支援学校におけ

る発達検査法） 
   1     1  

特別支援教育演習Ⅳ（聴覚障害心理学）     1    1 

いずれか1つを選

択 

特別支援教育演習Ⅳ（知的障害教育学）     1    1 

特別支援教育演習Ⅳ（知的障害心理学）     1    1 

特別支援教育演習Ⅳ（聴覚障害教育学）     1    1 

特別支援教育演習Ⅳ（発達障害心理学）     1    1 

特別支援教育演習Ⅴ（言語障害心理学）      1   1 

いずれか1つを選

択 

特別支援教育演習Ⅴ（知的障害教育学）      1   1 

特別支援教育演習Ⅴ（知的障害心理学）      1   1 

特別支援教育演習Ⅴ（聴覚障害教育学）      1   1 

特別支援教育演習Ⅴ（発達障害心理学）      1   1 

特別支援教育演習Ⅵ（学習支援案）       1  1  

聴覚障害者の心理   2      2  

聴覚障害特別支援学校の教育課程   2      2  

知的障害者の心理・生理・病理   2      2  

特別支援学校の教育課程   2      2  

聴覚障害者の生理・病理    2     2  

聴覚障害者の指導法    2     2  

知的障害者の心理臨床    2     2  

知的障害者の指導法    2     2  

肢体不自由者の教育    2     2 集中 

病弱者の教育    2     2  

重度重複障害者教育総論    1     1  

肢体不自由者の心理・生理・病理     2    2 集中 

病弱者の心理・生理・病理     2    2 集中 

視覚障害者の教育     2    2  

視覚障害者の心理・生理・病理      2   2 集中 

言語・情緒障害者教育総論     1    1  

特別支援学校経営基礎      2   2  

発達障害者教育総論      1   1  
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（教職科目） 

区分 授業科目 

第一年次 第二年次 第三年次 第四年次 

計 備考 前
学
期 

後
学
期 

前
学
期 

後
学
期 

前
学
期 

後
学
期 

前
学
期 

後
学
期 

小
学
校
教
員
免
許
に
関
す
る
科
目 

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目 

教科に関する

専門的事項 

国語   1      1  

社会   1      1  

数学概論   1      1  

理科   1      1  

生活   1      1  

家庭科概論   1      1  

音楽   1      1  

図工   1      1  

体育   1      1  

小学校外国語   1      1  

各教科の指導

法（情報通信

技術の活用を

含む。） 

(小)国語科教育法    2     2  

(小)社会科教育法    2     2  

(小)算数科教育法    2     2  

(小)理科教育法    2     2  

(小)音楽科教育法     2    2  

(小)図画工作科教育法     2    2  

(小)体育科教育法     2    2  

(小)家庭科教育法     2    2  

(小)生活科教育法     2    2  

(小)外国語活動・外国語科教育法     2    2  

中
学
校
・
高
等
学
校
教
員
免
許
に
関
す
る
科
目 

各教科の指導

法（情報通信

技術の活用を

含む。） 

国語科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ    各2 各2    8  

社会科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ    各2 各2    8  

地理歴史科教育法Ⅰ・Ⅱ    (2)  (2)  各2 4  

公民科教育法Ⅰ・Ⅱ        各2 4  

数学科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ   2 2 2 2   8  

理科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ   2 2 各2    8  

音楽科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ   2 2 2 2   8  

美術科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ   2 2 2 2   8  

保健体育科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ   2 2 2    6  

保健体育科教育法Ⅳ    2     2  

技術科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ     各2    8  

情報科教育法Ⅰ・Ⅱ       2 2  4  

工業科教育法Ⅰ・Ⅱ       各2  4  

家庭科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ   2 各2 2    8  

英語科教育法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ    各2 各2    8  

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目 

教育の理念並びに教育

に関する歴史及び思想 
教育学概論   2      2  

教職の意義及び教員の

役割・職務内容（チー

ム学校運営への対応を

含む。） 

教職論（教職トライアル） 2        2  

教育に関する社会的，

制度的又は経営的事項

（学校と地域との連携

教育経営論     2    2  
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及び学校安全への対応

を含む。） 

幼児，児童及び生徒の

心身の発達及び学習の

過程 

教育・学校心理学     1    1  

特別の支援を必要とす

る幼児，児童及び生徒

に対する理解 

特別支援教育論     1    1  

教育課程の意義及び編

成の方法（カリキュラ

ム・マネジメントを含

む。） 

カリキュラム論      2   2  

道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
，
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目 

道徳の理論及び指導

法 
道徳の理論及び指導法     2    2  

総合的な学習の時間

の指導法 

特別活動の指導法 

特別活動及び総合的な学習の時間の指

導法 
     2   2  

教育の方法及び技術 

教育方法学・技術（ICT活用を含む）   2      2  

情報通信技術を活用し

た教育の理論及び方法 

生徒指導の理論及び方

法 
生徒指導の理論及び方法   2      2  

教育相談（カウンセリ

ングに関する基礎的

な知識を含む。）の理

論及び方法 

進路指導及びキャリア

教育の理論及び方法 

教育相談及び進路指導      2   2  

幼
稚
園
教
員
免
許
に
関
す
る
科
目 

教育課程の意義及び編

成の方法（カリキュラ

ム・マネジメントを含

む。） 

カリキュラム論      2   2  

幼児理解の理論及び

方法 

教育相談（カウンセリ

ングに関する基礎的な

知識を含む。）の理論

及び方法 

幼児理解と教育相談  2       2 集中 

領域に関する 

専門的事項 

幼児と健康   1      1 集中 

幼児と人間関係  1       1 集中 

幼児と環境  1       1 集中 

幼児と言葉  1       1 集中 

幼児と表現Ⅰ（音楽）   1      1 集中 

幼児と表現Ⅱ（図工）   1      1 集中 

保育内容概論  2       2  

保育内容の指導法 

（情報機器及び教材の

活用を含む。） 

保育内容の指導法（健康）   2      2  

保育内容の指導法（人間関係）    2     2  

保育内容の指導法（環境）   2      2  

保育内容の指導法（言葉）    2     2 集中 

保育内容の指導法（表現）   2      2  
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教
育
実
践
に
関
す
る
科
目 

教職実践演習 教職実践演習        2 2  

教育実習 

小学校教育実習（教職ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ）      4   4  

中学校教育実習（教職ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ）     4    4  

高等学校教育実習（教職ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ）       2  2  

特別支援学校教育実習（教職ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ）       2  2  

幼稚園教育実習（教職ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ）       2  2  

教育実習事前事後指導（幼･小)      1   1  

教育実習事前事後指導（中･高)      1   1  

教育実習事前事後指導（特別支援学校)       1  1  

大学が独自に設定する科目 

教職リサーチⅠ   2      2  

教職リサーチⅡ    2     2  

教職インターン（前期・後期）       2 2 4  

教育リーダー実践Ⅰ   2      2  

教育リーダー実践Ⅱ    2     2  

教授設計入門Ⅰ・Ⅱ   1 1     2  

教職基礎セミナーⅠ       1  1  

教職基礎セミナーⅡ        1 1  

心理学研究セミナーⅠ       1  1  

心理学研究セミナーⅡ        1 1  

幼児教育学     2    2  

 卒業研究       4 4  
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（資格関連取得科目） 

区分 授業科目 

第一年次 第二年次 第三年次 第四年次 

計 備考 前
学
期 

後
学
期 

前
学
期 

後
学
期 

前
学
期 

後
学
期 

前
学
期 

後
学
期 

資
格
取
得
関
連
科
目 

高
等
学
校(

情
報)

免
許
に
関
す
る
科
目 

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目 

教科に

関する

専門的

事項 

情報社会と倫理 2        2 隔年・集中 

情報セキュリティ    2     2 
名大開講

科目 

人間発達科学Ⅱ（学校教育情報概論）  2       2 
名大開講

科目 

情報化社会と学校教育（学校教育情報基礎

論） 
  2      2  

データサイエンス   2      2  

情報システムとプログラミング   2      2 集中 

教育情報学講義Ⅳ 

（プログラミング教育） 
     2   2 

名大開講

科目 

ディジタル情報システム      2   2  

教育情報学講義Ⅱ 

（教育情報データベース論） 
     2   2 

名大開講

科目 

ネットワークプログラミング    2     2  

情報通信システム     2    2  

メディアコミュニケーション 2        2 隔年・集中 

ウェブデザイン（デジタル教材開発）    2     2  

情報メディア     2    2 集中 

教育情報学講義Ⅲ 

（情報メディア表現論） 
    2    2 

名大開講

科目 

教育情報学講義Ⅰ 

（情報・職業教育論） 
    2    2 

名大開講

科目 

各教科

の指導

法（情

報通信

技術の

活用を

含

む。） 

情報科教育法Ⅰ・Ⅱ     2 2   4  
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公認心理師に関する科

目 

感情・人格心理学 2        2  

社会・集団・家族心理学 2        2  

心理学概論  2       2  

臨床心理学概論   2      2  

心理学統計法   2      2  

発達心理学   2      2  

公認心理師の職責   1      1  

障害者・障害児心理学    2     2  

心理学研究法    2     2  

司法・犯罪心理学    2     2  

学習・言語心理学    2     2  

知覚・認知心理学     2    2  

教育・学校心理学     1    1  

心理学実験Ⅰ・Ⅱ     2 2   4  

神経・生理心理学     2    2  

心理学的支援法     2    2  

異常心理学（精神疾患とその治療）     2    2  

健康・医療心理学      2   2  

福祉心理学      1   1  

産業・組織心理学      1   1  

人体の構造と機能及び疾病      2   2  

関係行政論（公認心理師と法）   1      1  

心理実習Ⅰ・Ⅱ       1 1 2  

心理的アセスメント       2  2  

心理演習       2  2  

高等学校（情報）免許に関する科目のうち、備考の名大開講は名古屋大学開講科目を表す。 

 

その他 

海外留学に関する科目 

総合文化海外実習 3 3  

多文化共生教育実践演習 2 2  
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別表第３（第７条，第１４条，第１７条関係） 

履修単位基準（最低単位数） 

  

課   程 学校教育教員養成課程 

 

免 許 状 
履 修 科 目 

小一種 

中一種 

小一種 

中二種 

小一種 

幼二種 

小一種 

特支一種  

教養科目 35 

 

専門科目 

専攻科目（卒業研究4単位を含む） 24 20 23 31 

小学校教科 10 10 10 10 

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目 

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教育学概論 2 2 2 2 

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校

運営への対応を含む。） 
教職論（教職トライアル） 2 2 2 2 

教育に関する社会的，制度的又は経営的事項（学校

と地域との連携及び学校安全への対応を含む。） 
教育経営論 2 2 2 2 

幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 教育・学校心理学 1 1 1 1 

特別の支援を必要とする幼児，児童及び生徒に対す

る理解 
特別支援教育論 1 1 1 1 

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マ

ネジメントを含む。） 
カリキュラム論 2 2 2 2 

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目 

各教科の指導法 

（情報通信技術の活用を含む。） 

小学校指導法 20 20 20 20 

中学校指導法 8 2   

領域に関する専門的事項 

保育内容の指導法 
  12  

道
徳
，
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び
生
徒
指
導
，
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目 

道徳の理論及び指導法 道徳の理論及び指導法 2 2 2 2 

総合的な学習の時間の指導法 

特別活動の指導法 
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法 2 2 2 2 

教育の方法及び技術 
教育方法学・技術（ICT活用を含む） 2 2 2 2 

情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 

生徒指導の理論及び方法 生徒指導の理論及び方法 2 2 2 2 

幼児理解の理論及び方法 

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を

含む。）の理論及び方法 

幼児理解と教育相談   2  

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識を

含む。）の理論及び方法 

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 

教育相談及び進路指導 2 2 2 2 

教
育
実
践
に
関
す
る
科
目 

教職実践演習 教職実践演習 2 2 2 2 

教育実習（事前・事後指導を含む） 

小学校教育実習（教職ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ） 4 4 4 4 

中学校教育実習（教職ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ） 4 4   

高等学校教育実習（教職ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ）     

特別支援学校教育実習（教職ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ）    2 

幼稚園教育実習（教職ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ）     

教育実習事前事後指導(幼･小) 1 1 1 1 

教育実習事前事後指導(中･高) 1 1   

教育実習事前事後指導(特別支援学校)    1 

大学が独自に設定する科目 
教職リサーチⅠ 2 2 2 2 

教職リサーチⅡ 2 2   
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教職インターン（前期・後期）     

教育リーダー実践Ⅰ     

教育リーダー実践Ⅱ     

教授設計入門Ⅰ・Ⅱ     

教職セミナーⅠ     

教職セミナーⅡ     

心理学研究セミナーⅠ     

心理学研究セミナーⅡ     

幼児教育学     

小計 64 58 63 52 

計 98 88 96 93 

自由選択科目 2 12 4 7 

合計 135 135 135 135 

（注） 

１．学校教育教員養成課程（学校教育講座及び特別支援教育講座を除く）では，卒業に当たって，小学校教諭1種免許状及び中学校教諭1種免許状を取得しなけれ

ばならない。 

２．学校教育講座では，卒業に当たって，小学校教諭1種免許状を取得するとともに，中学校教諭2種免許状又は幼稚園教諭2種免許状を取得しなければならない。 

３．特別支援教育講座では，卒業に当たって，小学校教諭1種免許状及び特別支援学校教諭1種免許状（聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱）を取得しなけれ

ばならない。 

４．自由選択科目は，教養・専門科目の最低必要単位数を超えて取得した単位数及びネットワーク大学コンソーシアム岐阜の単位数を加えることができる。ただ

し，教養科目は4単位までを含めることができる。 

５．高等学校教育実習，幼稚園教育実習及び教職インターンの各2単位は，自由選択科目とする。 

６．講座における，履修単位基準は別に定める。 

７．教職リサーチⅠ及びⅡは，次世代地域リーダー育成プログラムの「地域志向科目群」の科目とし，教職論（教職トライアル）及び教職インター

ンは「地域実践科目群」の科目とする。 

８．学校教育教員養成課程(特別支援教育講座を除く)では，卒業に当たって， 7日間（特別支援学校で2日間及び社会福祉施設で5日間）の介護等

体験を行わなければならない。 

９．特別支援教育講座は，特別支援学校教育実習に参加するため，介護等体験を要しない。 
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○岐阜大学全学共通教育科目に関する規程 

(平成 19 年 10 月 1 日規程第 116 号) 

改正 平成 22 年 4 月 1 日 平成 23 年 4 月 1 日 

平成 24 年 4 月 1 日 平成 25 年 4 月 1 日 

平成 25 年 12 月 1 日 平成 26 年 4 月 1 日 

平成 27 年 4 月 1 日 平成 28 年 4 月 1 日 

平成 29 年 4 月 1 日 平成 30 年 4 月 1 日 

平成 31 年 4 月 1 日岐阜大学規程第 52 号 令和 2 年 3 月 5 日岐阜大学規程第 21 号

令和 3 年 2 月 16 日岐大規程第 129 号 令和 4 年 3 月 15 日岐大規程第 43 号 

 令和 5 年 3 月 30 日岐大規程第 44 号  

(趣旨) 

第 1 条 この規程は，岐阜大学学則(平成 19 年岐阜大学規則第 50 号。以下「学則」とい

う。)第 33 条第 1 項及び第 33 条の 2 の規定に基づき，教育推進・学生支援機構(以下

「教育機構」という。)が開設する全学共通教育科目に関し必要な事項を定めるものと

する。 

(授業科目区分及び最低修得単位数) 

第 2 条 全学共通教育科目は，ヲに掲げる学部開講科目を除く次の授業科目区分のとお

りとする。 

教養科目 

イ  初年次セミナー 

ロ  人文科学 

ハ  社会科学 

ニ  自然科学 

ホ  複合領域 

へ  スポーツ・健康科学 

ト  英語 

チ  言語と文化 

リ  社会人リテラシー 

ヌ  数理・データサイエンス・ＡＩ 

ル  自由選択科目（ロ，ハ，ニ，ホ，へ，ト，チ，リ及びヌに掲げる教養科目から選

択） 

ヲ  学部開講科目 

   教養基礎 

ワ  日本語科目及び日本事情に関する科目 

2 前項の規定にかかわらず，応用生物科学部共同獣医学科にあっては，次の授業科目区

分のとおりとする。 

一般教養科目 

イ  大学教育導入科目群 
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ロ  人文・社会科学科目群 

ハ  自然科学科目群 

ニ  複合領域科目群 

ホ  外国語科目群 

   英語 

   第二外国語（言語と文化） 

ヘ  日本語科目及び日本事情に関する科目 

3 前 2 項に規定する授業科目の最低修得単位数は，学則第 32 条の規定に基づき本学及

び学部の教育課程に関する編成及び実施の方針(カリキュラム・ポリシー)により定め

る。 

(授業科目，単位数，授業計画) 

第 3 条 全学共通教育科目の授業科目及び単位数は，別表 1 のとおりとする。 

2 前項の場合において，応用生物科学部共同獣医学科にあっては，別表 1 に規定する授

業科目区分の「初年次セミナー」を「大学教育導入科目群」に，「人文科学及び社会

科学」を「人文社会科学科目群」に，「自然科学」を「自然科学科目群」に，「岐阜

学，スポーツ・健康科学，社会人リテラシー及び数理・データサイエンス・ＡＩ」を

「複合領域科目群」に，「英語及び言語と文化」を「外国語科目群」にそれぞれ読み

替えるものとする。 

3 前 2 項に掲げる授業科目に係る授業概要等の授業計画は，開講年度の前年度の所定の

期日までに教育機構において決定し，速やかに公表するものとする。 

(履修年次，履修要件，履修上限単位等) 

第 4 条 授業科目の履修年次，履修要件，履修上限単位等は，各学部又は学環の定める

ところによる。 

(単位の計算方法) 

第 5 条 授業科目の単位数は，次の基準により計算するものとする。 

一 講義については，15 時間の授業をもって 1 単位とする。 

二 演習については，15 時間から 30 時間までの範囲内における授業をもって 1 単位と

する。 

三 実験，実習及び実技については，30 時間から 45 時間までの範囲内における授業を

もって 1 単位とする。 

2 前項第 2 号及び第 3 号に規定する単位の計算方法に関し必要な事項は，別に定める。 

(外国人留学生等に関する授業科目等の特例) 

第 6 条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で外国において相当の期間中等教育

を受けたものが，日本語科目及び日本事情に関する科目を履修し，単位を修得したと

きは，その単位を第 2 条第 1 項に掲げる当該科目以外の教養科目に関する修得すべき

単位に代えることができる。 
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2 前項の特例に関し必要な事項は，岐阜大学外国人留学生規程（平成 19 年規程第 71

号）に定めるもののほか，別に定める。 

(授業科目等の公示) 

第 7 条 全学共通教育科目の授業科目とその担当教員，授業時間割及び単位数は，学期

の初めに公示する。 

(履修手続) 

第 8 条 学生は，履修しようとする授業科目について指定の期日までに所定の履修申請

手続をしなければならない。 

2 授業科目によっては，受講制限(定員)等があり，抽選又は学部学科等のクラス指定に

より履修の可否が決定されることがある。 

(試験及び成績の評価) 

第 9 条 正規の手続を経て履修した授業科目については，当該授業ごとに，原則として

定期試験を行う。 

2 原則として全授業回数の 3 分の 2 以上出席しなければ定期試験を受けることができな

い。 

3 授業科目の成績は，秀，優，良及び可を合格とし，不可は，不合格とする。 

4 成績評価の基準は別に定める。 

(定期試験) 

第 10 条 定期試験は，原則として各学期の終わりに行う。 

2 前条第 1 項の規定にかかわらず，レポート，随時行う試験等により成績の判定ができ

る授業科目については，定期試験を省略することができる。 

(追試験) 

第 11 条 定期試験を受験できなかった者で次の各号のいずれかに該当する場合は，別に

定める申合せにより追試験を受けることができる。 

一 病気によるもの。ただし，医師の診断書により証明されたものに限る。 

二 その他，不可抗力等やむを得ない理由によるもので教育推進・学生支援機構長が

認めたもの。 

(再試験) 

第 12 条 試験の結果，不合格となった授業科目の再試験については，別に定める。 

(雑則) 

第 13 条 この規程に定めるもののほか，全学共通教育科目に関し必要な事項は，別に定

める。 

附 則 

1 この規程は，平成 19 年 10 月 1 日から施行する。 
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2 平成 18 年度以前に入学した学生については，改正後の第 3 条の規定にかかわらず，

別表のとおりとする。 

3 岐阜大学教養教育推進センター規則(平成 16 年岐阜大学規則第 148 号)は，廃止す

る。 

別表(附則 2 関係) 

(授業科目) 

教養科目 

セミナー 教養セミナー 

フレッシャーズセミナー 

ジャンル別科目 個別科目 

総合科目 

開放科目 

スポーツ・健康科学科目 

外国語に関る科

目 

既修外国語科目及び演習(英語) 

未修外国語及び演習(ドイツ語，フランス語，中国語，ロシア語，ポル

トガル語) 

日本語科目及び日本事情に関する科目 

日本語演習 

日本事情 

(教養科目の修得すべき必要単位数) 

科目区分 修得すべき単位数 

教育学部，地域科学部，医学部医学科，工学部，応用生

物科学部 

医学部看護学

科 

セミナー 2 単位 2 単位 

ジャンル別科

目 

16 単位以上 12 単位以上 

外国語科目 2 単位以上 ／ 

外国語演習 6 単位以上 6 単位以上 

合計 26 単位以上 20 単位以上 

附 則(平成 22 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 21 年度以前に入学した学生に係る教養科目の最低修得単位数については，改正

後の第 2 条第 2 項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 23 年 4 月 1 日) 

この規程は，平成 23 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24 年 4 月 1 日) 

88



1 この規程は，平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 23 年度以前に入学した学生に係る教養科目の授業科目及び最低修得単位数につ

いては，改正後の第 2 条第 2 項及び第 3 条第 1 項の規定にかかわらず，なお従前の例

による。 

附 則(平成 25 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 24 年度以前に入学した学生については，改正後の第 2 条第 2 項及び第 3 項並び

に第 3 条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 25 年 12 月 1 日) 

この規程は，平成 25 年 12 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 26 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 26 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 25 年度以前に入学した学生については，改正後の第 2 条第 1 項及び第 3 条第 1

項の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則(平成 27 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 26 年度以前に入学した学生については，改正後の第 3 条第 1 項の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 

附 則(平成 28 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 27 年度以前に入学した学生については，改正後の第 3 条第 1 項の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 

附 則(平成 29 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 28 年度以前に入学した学生については，改正後の第 3 条第 1 項の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 

附 則(平成 30 年 4 月 1 日) 

1 この規程は，平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 29 年度以前に入学した学生については，改正後の第 3 条第 1 項の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 
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附 則(平成 31 年 4 月 1 日岐阜大学規程第 52 号) 

1 この規程は，平成 31 年 4 月 1 日から施行する。 

2 平成 30 年度以前に入学した学生については，改正後の第 3 条第 1 項の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 

附 則(令和 2 年 3 月 5 日岐阜大学規程第 21 号) 

1 この規程は，令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 

2 令和元年度以前に入学した学生については，改正後の第 3 条の規定にかかわらず，な

お従前の例による。 

附 則(令和 3 年 2 月 16 日岐大規程第 129 号) 

1 この規程は，令和 3 年 4 月 1 日から施行する。 

2 令和 2 年度以前に入学した学生については，改正後の第 3 条第 1 項の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 

附 則(令和 4 年 3 月 15 日岐大規程第 43 号) 

1 この規程は，令和 4 年 4 月 1 日から施行する。 

2 令和 3 年度以前に入学した学生については，改正後の第 3 条第 1 項の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。 

附 則(令和 5 年 3 月 30 日岐大規程第 44 号) 

1 この規程は，令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 

2 令和 4 年度以前に入学した学生については，改正後の第 3 条第 1 項の規定にかかわら

ず，なお従前の例による。ただし，別表中，備考に「連携開設科目」及び「連携開設

科目を含む。」と定める科目については，授業科目区分「言語と文化」を除き，令和 4

年度以前に入学した学生にも適用する。 

別表(第 3 条関係) 

[別紙参照] 
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別表１（第３条関係） 

授業科目区分 分野 科目名 単

位

数 

備 

 

考 

初年次セミナー  初年次セミナー ２  

人文科学 

哲学分野 

哲学入門 ２  

人間・死生学 ２  

近現代思想 ２  

科学論 ２  

東洋・日本思想 ２  

倫理学 ２  

宗教学 ２  

歴史学分野 

歴史学入門 ２  

西洋・中東史 ２  

中国・朝鮮半島史 ２  

世界近現代史 ２  

日本史 ２  

日本近世史 ２  

日本近・現代史 ２  

民俗学・人類学 ２  

文学分野 

文学 ２  

外国文学 ２  

日本文学 ２  

言語分野 

言語学入門 ２  

言語学 ２  

日本語表現論 ２  

心理・行動学分

野 

心理学入門 ２  

心理学 ２  

心理学実験・調査法 ２  

文化・芸術分野 

西洋文化論 ２  

日本文化論 ２  

現代文化論 ２  

異文化論 ２  

美術論 ２  

音楽論 ２  

社会科学 法学分野 

法学入門 ２  

日本国憲法 ２  

民事法 ２  

社会法 ２  
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ジェンダー法 ２  

裁判法 ２  

刑事法 ２  

国際法 ２  

知的財産権法 ２  

政治学分野 

政治学入門 ２  

現代政治論 ２  

平和学 ２  

経済学分野 

経済学入門 ２  

経済学史 ２  

財政学 ２  

マクロ経済学 ２  

ミクロ経済学 ２  

経営学分野 

経営学入門 ２ 連携開設科目を

含む。 

マネージメント論 ２ 連携開設科目を

含む。 

社会学分野 

社会学入門 ２ 連携開設科目を

含む。 

現代社会論 ２  

メディア論 ２  

広報・ＰＲ論入門 ２  

地理・地域論分

野 

地理学入門 ２  

地理学 ２  

地域論 ２ 連携開設科目を

含む。 

教育学分野 教育論 ２  

社会 ・総合 
社会総合 ２  

安全科学 ２  

自然科学 

数学分野 

教養の数学 ２  

基礎代数学 ２  

基礎解析学 ２  

基礎統計学 ２  

物理学分野 

物理学入門 ２ 連携開設科目を

含む。 

教養の物理学 ２  

現代物理学 ２  

化学分野 
化学入門 ２ 連携開設科目を

含む。 
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教養の化学 ２  

現代化学 ２  

生物学分野 

生物学入門 ２  

教養の生物学 ２  

現代生物学 ２  

医学分野 
教養の医学 ２  

現代医学 ２  

宇宙地球科学分

野 

宇宙地球科学入門 ２  

教養の宇宙地球科学 ２  

現代宇宙地球科学 ２  

環境学分野 
教養の環境学 ２  

現代環境学 ２  

自然科学総合分

野 

自然科学総合 ２  

実験講座分野 自然科学実験講座 ２  

情報学分野 
情報学入門 ２  

教養の情報学 ２  

岐阜学  

環境マネジメントと環境経営 ２  

森と美術  ２  

地域社会と災害 ２  

畜産・水産業の歴史と食文化 ２  

世界の食文化 ２  

人権と社会教育 ２  

現代社会と学習・教育（生涯学習概論

Ⅰ） 

２  

生涯学習概論Ⅱ ２  

社会教育施設・支援者論 ２  

社会教育経営論 ２  

学校と家庭・地域の連携 ２  

教育社会システム論（教育社会学） ２  

生涯学習成果の還元とボランティア活

動 

２  

社会教育実習 １  

野外活動実習 １  

社会教育課題研究（学習プログラム開

発論） 

２  

環境リーダー実践Ⅰ ２  

環境リーダー実践Ⅱ ２  

岐阜県の生物の分布と生態 ２  
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岐阜大学の教育研究と運営 ２  

まちづくりリーダー入門 ２  

まちづくりリーダー実践 ２  

岐阜の自然（地質・活断層と水環境） ２  

岐阜の自然と人：森，川，湿地の利用

とその保全 
２ 

 

フューチャーセンター入門 ２  

人と自然との関わりから見た岐阜 ２  

人と自然の関わりから見た岐阜（実

践） 
２ 

 

岐阜の産業－地域で活躍する企業と人 ２  

地域産業と企業戦略入門：岐阜の企業

を知る 
２ 

 

岐阜にまつわる東洋史 ２  

地域防災リーダー基礎 ２  

地域防災リーダー実践Ⅰ ２  

地域防災リーダー実践Ⅱ ２  

岐阜の環境教育と科学・技術 ２  

古今のものづくり ２  

ワーク・ライフ・バランス（男女共同

参画論） 
２ 

 

学びをデザインする ２  

高年次教養セミナーⅠ １  

高年次教養セミナーⅡ １  

社会の多様な働き方 ２  

キャリア形成論 ２  

ライフコース論（人生設計と生活保

障） 
２ 

 

プロジェクト型インターンシップ ２  

現代社会とボランティア・地域活動 ２  

生活と金融・人生設計と資産形成 ２  

自己省察と将来のキャリア形成 ２  

自分らしいキャリア設計Ⅰ ２  

アントレプレナーシップ入門 ２  

アントレプレナー実践学 ２  

地域系インターンシップⅠ １  

地域系インターンシップⅡ １  

産業系インターンシップⅠ １  

産業系インターンシップⅡ １  
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地域リーダー実践（上級）Ⅰ ２  

地域リーダー実践（上級）Ⅱ ２  

産業リーダー実践 ２  

岐阜大学の歴史と高等教育論 ２  

持続可能な地域と環境リテラシー ２  

グローカリゼーションと異文化理解 ２  

グローカルリーダー実践Ⅰ ２  

グローカルリーダー実践Ⅱ ２  

現代社会問題と社会教育 ２  

学習者の特性と支援方法 ２  

社会教育における地域ネットワーク形

成 
２ 

 

岐阜の地方自治とその課題：政策法務

の可能性 
２ 

 

社会教育の意義と展開 ２  

スポーツ・ 

健康科学 

健康科学講義 

健康科学 ２  

スポーツコンディショニング ２  

ヘルスプロモーションと地域保健 ２  

健康とＱＯＬ ２  

栄養と運動 ２  

スポーツ演習 

アダプテッドスポーツ ２  

ファストピッチ・ソフトボール 

（ウインドミル投法入門） 

２  

ヨガ・エアロビクス ２  

卓球 ２  

卓球・水泳 ２  

新卓球（ラージボール） ２  

テニスⅠ ２  

テニスⅡ ２  

バドミントンＡⅠ ２  

ハンドボール ２  

ボールゲームⅠ ２  

ボールゲームⅡ ２  

ボールゲームⅢ ２  

バスケットボールＡ ２  

バレーボールＡ ２  

バレーボールＢ ２  

女子サッカーＡ ２  

女子サッカーＢ ２  
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サッカー ２  

ジョギングⅡ ２  

トレーニング ２  

スケートボード ２  

雪上スポーツで学ぶ（スキー） ２  

雪上スポーツで学ぶⅡ（スキー） ２  

剣道Ⅰ ２  

フットサル ２  

ソフトボールＢⅠ ２  

フライングディスク ２  

バランスボールエクササイズ ２  

泳法探求（バタフライ） ２  

 太極拳 ２  

英語  

英語 1 １  

英語２ １  

英語３ １  

英語４ １  

Studium Generale A ２ 連携開設科目 

Studium Generale B ２ 連携開設科目 

English advanced Reading １  

English advanced Writing １  

Summer Camp ２ 連携開設科目 

海外留学準備セミナー ２ 連携開設科目 

言語と文化 

言語と文化 

言語と文化（ドイツ語） ２  

言語と文化（フランス語） ２  

言語と文化（中国語） ２  

言語と文化（ポルトガル語） ２  

言語と文化（朝鮮・韓国語） ２  

言語と文化（アイスランド語） ２  

短期海外研修 A ２ 連携開設科目 

短期海外研修 B ２ 連携開設科目 

短期海外研修 C ２ 連携開設科目 

短期海外研修 D ２ 連携開設科目 

短期海外研修 E ２ 連携開設科目 

短期海外研修 F ２ 連携開設科目 

第二外国語 

ドイツ語Ⅰ １  

ドイツ語Ⅱ １  

フランス語Ⅰ １  

フランス語Ⅱ １  
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中国語Ⅰ １  

中国語Ⅱ １  

ポルトガル語Ⅰ １  

ポルトガル語Ⅱ １  

朝鮮・韓国語Ⅰ １  

朝鮮・韓国語Ⅱ １  

社会人リテラシ

ー 
 

日本語表現Ⅰ １  

日本語表現Ⅱ １  

先輩社会人に学ぶ：実りある学生生活

を送るために 

１  

数理・データサ

イエンス・ＡＩ 

 データ科学基礎 １  

データ科学基礎演習Ａ １  

データ科学基礎演習Ｂ １  

日本語・ 

日本事情 

日本語 

日本語ＤⅠ １  

日本語ＤⅡ １  

日本語ＤⅢ １  

日本事情 

日本事情ＡⅠ ２  

日本事情ＡⅡ ２  

日本事情ＣⅠ ２  

日本事情ＣⅡ ２  

クロス・カルチャー・コミュニケーシ

ョン 

２  
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